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第２期栃木県基本計画 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域（以下、本地域という。） 

   設定する区域は、令和５年９月１日現在における次の14市11町の行政区域とする。 

   宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢

板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、

芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 

なお、自然環境保全法に規定する自然環境保全地域及び絶滅のおそれのある野生動植

物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区は促進区域から除くものとする。 

概ねの面積は、640,203ヘクタール程度（県全域面積から上記自然環境保全地域、生息

地等保護区を除く）である。 

また、本区域は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣

保護区、自然公園法に規定する国立公園、自然環境の保全及び緑化に関する条例に規定す

る県自然環境保全地域、栃木県立自然公園条例に規定する県立自然公園、環境省が自然環

境保全基礎調査で選定した特定植物群落、生物多様性の観点から重要度の高い湿地、国内

希少野生動植物の生息地（繁殖・越冬・渡り環境）・生息域を含むものであるため、「８ 環

境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項」において、環境保全のた

めに配慮を行う事項を記載する。 

なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域、自然公園法に規定する国定公

園、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域、シギ・チドリ類渡来湿地は、本促

進区域には存在しない。 

  【促進区域図は別紙のとおり】 

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

本地域は、県都宇都宮市をほぼ中心として南北100km、東西60kmの範囲にあり、日光那

須地域を源とする河川により形成された平野に位置する。 

また、県土の南北を東北縦貫自動車道及び東北新幹線が貫き、東西には北関東自動車

道が横断する等、道路、鉄道の各交通網が整備されており、本地域内の拠点都市間移動

の利便性が高い地域である。 

令和２年の国勢調査における本県の人口は約193万人であり、前回の平成27年調査と比

較して約４万１千人の減少となった。平成12年調査で初めて200万人に到達し、それ以降

も平成17年調査、平成22年調査と３回連続で200万人以上を記録していたが、平成27年調

査から２回連続で200万人を下回っている。本県内では、ほぼ中央の人口51万人余の宇都

宮市を核として、県北地域には人口約11万人の那須塩原市、県南地域には人口約16万人

の小山市及び人口約15万人の栃木市、両毛地域には人口約14万人の足利市及び人口約11

万人の佐野市など、人口集積地が県内広くに分布している。 
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 ※昭和20(1945)年は、11月1日現在で国が実施した人口調査の結果を示している。（国勢調査未実施のため） 

    出典：栃木県国勢調査100年のあゆみ 

 

地域の特色として、いちごや二条大麦をはじめとする農産物の全国有数の産地である

こと、良質で豊富な水資源にも恵まれていること等の強みがあり、食品や飲料関連企業の

立地にも繋がっている。本地域における産業集積の状況は、自動車・航空宇宙関連産業、

医療機器・医薬品関連産業、光産業、環境・新エネルギー関連産業、食品及びその関連産

業は、いずれも最終製品製造会社、部品会社及び素材産業が本地域内に広範囲に立地する

と共に、その取引関係や物流をみると、地域全体が一体となった集積区域となっている。

工作機械・産業用ロボット、半導体、航空機部品、蓄電池等、経済安全保障に関する施策

の中で国が定める、いわゆる特定重要物資に関連する企業についても一定程度集積して

いる。本県の産業大分類別に純付加価値額をみると、「製造業」が1兆3,042億円（全産業

の32.5％）と最も多く、「卸売業、小売業」が6,528億円（同16.2％）、「医療、福祉」が4,947

億円（同12.3％）などとなっており、上位３産業で全産業の６割（61.0％）を占めている。

（令和３年経済センサス-活動調査） 
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出典：令和３年経済センサス-活動調査 

 

また、高い技術力を持つ優れた中小企業や国内で高い評価を得ている県産品・県産農産

物等が数多くあることから、ジェトロ共同事務所の形態で運営している栃木県香港事務

所やジェトロ栃木貿易情報センターとの連携を図りながら、県内企業の海外展開を積極

的に支援している。さらに、本県では、企業のデジタル化やDXを促進するため、「とちぎ

ビジネスAIセンター」を設置しているほか、地域ソフトウェアセンターである㈱システム

ソリューションセンターとちぎ、一般社団法人栃木県情報サービス産業協会、県内18の高

等教育機関で構成する大学コンソーシアムとちぎ等、IoT等の地域展開を支援する体制が

整っている。令和４（2022）年の観光客宿泊数は、約724.4万人で、前年と比較して217.1

万人の増(+142.8％)となった。また、令和元（2019）年と比較すると101.3万人の減（-

12.3％）、うち外国人宿泊数は、約4.6万人で、コロナ禍からの回復途上にあるものの、令

和元(2019)年と比較して、20.1万人の減(-81.5％)であった。（令和４（2022）年栃木県観

光客入込数・宿泊数推定調査） 
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出典：令和４（2022）年栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査 
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２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

 

本県では、中長期的な展望のもと、とちぎの目指すべき将来像を描き、その実現に向

け、県民と共有すべき基本的な考え方や目標を明らかにするとともに、令和３（2021）

年度から令和７（2025）年度に県が取り組む施策の進め方等を示す県政の基本指針であ

る「栃木県重点戦略とちぎ未来創造プラン（以下「プラン」という。）」、人口減少問題

の克服と将来にわたる地域の活動の維持を目指す、栃木県版「まち・ひと・しごと創生

総合戦略 とちぎ創生1 5
いちご

戦略（第２期）（以下「15戦略」という。）」を策定した。これ

らを踏まえ、本県産業（第１次産業を除く）の10年後のあるべき姿を見据えながら、令

和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５カ年間を計画期間とする、本県の産

業振興施策の基本指針である「新とちぎ産業成長戦略（以下「成長戦略」という。）」を

策定し、６つの重点プロジェクトと２つの基盤施策に取り組み、次の６つの将来像の実

現を目指す。 

 

①Society5.0時代に向け、あらゆる産業において未来技術の活用等によるデジタルトラ 

ンスフォーメーション（DX）やSDGsの取組が進むことにより、次の時代の成長を担う“次 

世代産業”が創出され、本県産業が持続的に発展している。 

②ものづくり産業やサービス産業など多様な産業の成長や、中小企業・小規模事業者の 

活性化などにより本県産業がバランスよく発展し、創出された付加価値が更なる付加価 

値を生み出す好循環が進展している。 

③東京圏との近接性や充実した高速交通ネットワーク、大規模な自然災害リスクの少

な 

さなど本県の優れた立地環境の魅力が国内外に浸透し、企業の拠点拡大やリスク分散

の 

動きの中で、“とちぎ”が選ばれ続けている。 

④成長する海外市場に挑戦する企業が増加するとともに、インバウンド需要の取り込み 

が進展し、「海外から稼ぐ」流れが加速している。 

⑤優れた観光資源の掘り起こし・磨き上げにより、本県の魅力が向上し、国内外から多 

くの観光客が訪れ、賑わいで溢れている。 

⑥個人の希望や企業の人材ニーズに即した雇用の実現や時代の変化に対応できる人材 

の育成により、多様な人材が本県産業の成長を支えている。  
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（２）経済的効果の目標    

【経済的効果の目標】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業に

よる付加価値創出額 
3,774百万円 7,994百万円 111.8％ 

 

地域特性 平均付加価値増加額 事業件数 合計付加価値増加額 

①成長ものづくり分野 7,706万円 30件 2,311百万円 

②食品関連産業分野 17,187万円 ５件 859百万円 

③デジタル化・DX推進関連分野 5,281万円 ３件 158百万円 

④海外販路開拓分野 5,281万円 ５件 264百万円 

⑤物流関連分野 9,139万円 ４件 365百万円 

⑥観光分野 5,281万円 ３件 158百万円 

⑦特定重要物資関連分野 5,281万円 ２件 105百万円 

合    計  52件 4,220百万円 

 

（算定根拠） 

 分野ごとに、１事業者あたりの平均付加価値増加額に想定される事業件数を乗じて得

た合計付加価値増加額を目標とする。 

   なお、平均付加価値増加額については、前計画期間において一定程度実績が蓄積され 

ている分野（①成長ものづくり分野）については、実績の平均から設定し、それ以外の

分野のうち、業種の特定が可能な分野については、令和３年経済センサス-活動調査の

結果から対応した業種の１事業所あたり純付加価値額を、地域特性上業種の特定が困難

な分野については、令和３年経済センサス-活動調査の結果から全業種平均の１事業所

当たり純付加価値額を設定した。事業件数については、現計画の策定から５年間（令和

４年度末まで）に承認した地域経済牽引事業の件数を参考に、新たな地域特性において

想定される事業の件数を設定した。 

また、現状の付加価値創出額についても同様に、１事業者当たりの平均付加価値増加 

額に事業件数を乗じて得た合計付加価値増加額を積み上げる方法により推計した。 

なお、平均付加価値増加額については、前計画期間において一定程度実績が蓄積され 

ている分野（①成長ものづくり分野）については、実績の平均から設定し、それ以外の

分野のうち、業種の特定が可能な分野については、令和３年経済センサス-活動調査の

結果から対応した業種の１事業所当たり純付加価値額を、地域特性上業種の特定が困難

な分野については、全業種平均の１事業所当たり純付加価値額を設定した。事業件数に

ついては、現計画の制定から令和４年度末までに承認した地域経済牽引事業の件数を使

用した。 

 また、成長戦略に掲げる成果指標をKPIとして設定し、一体となり計画的かつ効果的

な施策展開を目指す(任意記載のKPIについては次期成長戦略策定後、見直し予定)。 
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【５（３）で指定する業種の経済的効果の目標（指定する業種ごと）】 

付加価値額 現状 計画終了後 増加率 

業種：輸送用機械器具製造業 1,489 百万円 3,029 百万円 103.4％ 

業種：業務用機械器具製造業 744 百万円 1,514 百万円 103.4％ 

業種：情報サービス業 105 百万円 263 百万円 150.4％ 

 

（算定根拠：輸送用機械器具製造業） 

 地域特性の①成長ものづくり分野における主産業としては、本県の戦略３産業（自動車、

航空宇宙、医療福祉機器）を想定している。今回指定する輸送用機械器具製造業については、

上記３産業のうち、自動車、航空宇宙の２つの産業を、業務用機械器具製造業については、

医療福祉機器産業を想定している。令和３年経済センサス-活動調査の結果によれば、輸送

用機械器具製造業と業務用機械器具製造業の付加価値額の割合はおよそ３対１であるため、

輸送用機械器具製造業分の計画終了後の付加価値増加額については、①成長ものづくり分

野における計画終了後の付加価値額増加額である 2,311 百万円に４分の３を乗じた 1,733

百万円とした。 

また、現状の付加価値増加額についても同様に、①成長ものづくり分野における現状の付

加価値増加額である 2,234 百万円に４分の３を乗じた 1,675 万円とした。 

 

（算定根拠：業務用機械器具製造業） 

 地域特性の①成長ものづくり分野における主産業としては、本県の戦略３産業（自動車、

航空宇宙、医療福祉機器）を想定している。今回指定する輸送用機械器具製造業については、

上記３産業のうち、自動車、航空宇宙の２つの産業を、業務用機械器具製造業については、

医療福祉機器産業を想定している。令和３年経済センサス-活動調査の結果によれば、輸送

用機械器具製造業と業務用機械器具製造業の付加価値額の割合はおよそ３対１であるため、

業務用機械器具製造業分の計画終了後の付加価値増加額については、①成長ものづくり分

野における計画終了後の付加価値額増加額である 2,311 百万円に４分の１を乗じた 577 百

万円とした。 

また、現状の付加価値増加額についても同様に、①成長ものづくり分野における現状の付

加価値増加額である 2,234 百万円に４分の１を乗じた 558 百万円とした。 

 

（算定根拠：情報サービス業） 

地域特性の③デジタル化・DX 推進関連分野における主産業としては、情報サービス業を

想定している。今回指定する情報サービス業については、③デジタル化・DX 推進関連分野

地域特性における計画終了後の付加価値額増加額である 158 百万円を付加価値増加額の目

標とした。 

また、現状の付加価値増加額についても同様に、③第４次産業革命分野における現状の付

加価値増加額である 105 百万円とした。 
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【任意記載のKPI：成長戦略 成果指標】 

№ 指標の項目 
現況（基準

値） 
目標値 

１ 戦略３産業の製造品出荷額等 
13,802 億円 

（R３年） 

19,915 億円 

（R６年） 

２ 食料品製造業の製造品出荷額等 
6,583 億円 

(R 元年) 

6,918 億円 

（R６年） 

３ AI 又は IoT を導入する事業所の割合 
2.9％ 

（R 元年） 

30.0％ 

(R７年) 

４ 海外取引（輸出または輸入）を行う県内企業数 
282 社 

(H30 年) 

325 社 

(R６年) 

５ 

企業立地件数 

（製造業等の工場又は研究所を建設する目的で、

1,000 ㎡以上の用地を取得(借地を含む)したも

の） 

185 件 

(H26-H30 年 

の累計) 

190 件 

(R３-R７年 

の累計) 

６ 観光客宿泊数 
826 万人 

(R 元年) 

863 万人 

(R７年) 

７ 外国人宿泊数 
24.7 万人 

(R 元年) 

27.4 万人  

(R７年) 

８ 観光消費額 
7,054 億円 

(R 元年) 

7,087 億円 

 (R７年) 
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３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

 本計画において、地域経済牽引事業とは次の（１）から（３）の要件を全て満たす事業を

いう。 

 

（１）地域の特性の活用 

   「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観

点からみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性の活用戦略に沿っ

た事業であること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

   事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が5,281万円（本県の

１事業所あたり平均付加価値額（令和３年経済センサス-活動調査）を上回ること。 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

   事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、次のい

ずれかの効果が見込まれること。 

  ①促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で５％以上増加すること。 

  ②促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で５％以上増加すること。 

  ③促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で５％以上増加すること。 

  ④促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で５％以上増加する 

こと。 

 

なお、上記（２）（３）については、地域経済牽引事業の計画期間が５年の場合を想定し

ており、それよりも短い場合は、その事業計画期間で按分した値とする。 
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４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

（１）重点促進区域 

重点促進区域は以下及び地図上の位置の区域とする。 

 

【重点促進区域１（佐野市）】 

植下町字笠内町の一部、植下町字塩辛町、植下町字間之田町の一部 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

概ねの面積は、73.2ヘクタール程度である。 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジから3.2km、地区南側に国道50号が通り、

北側は県道佐野環状線、東側は市道１級１号線に隣接する等、良好なアクセス性を有してい

る。 

本区域は、ほぼ全域となる65.1ヘクタール程度が農用地区域となり、また、市街化調整区

域であるため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっ

ては、その基本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

また、佐野市には、売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の遊休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

国土利用計画佐野市計画における記載：工業用地については、北関東自動車道沿線、国道

50号沿線等を活用して、工業、農業、観光など産業振興に必要な土地を確保し、周辺地域と

の調和を図りながら、適正な土地利用を推進するとされている。 

佐野市都市計画マスタープランにおける記載：土地利用転換検討エリアとして指定されて

おり、国道50号沿線においては、農業との調整を図りながら、地域振興に資する土地利用の

転換を目指すとされている。 

佐野農業振興地域整備計画書における記載：国道50号や293号をはじめとする道路網の整備

に加え、北関東自動車道の佐野田沼インターチェンジが開設され、それに伴う周辺産業団地

の開発など、産業基盤整備の一層の向上が期待され、併せて雇用の創出も期待されている。  

また、佐野市における農業の兼業率は高く、とりわけ第２種兼業農家が大半を占め、農家

所得のうち農外所得に依存する傾向が高くなっている。 

また、農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策の中で、農業の経済的基盤の強

化と生活環境の整備を推進することにより、魅力ある農村社会を形成し、若年層の農業就業

を促進するとともに、企業誘致や地場産業の振興を推進し、地元における農業従事者の安定

的な就業機会の確保を図るとされている。 

佐野市産業振興基本計画における記載：東北自動車道や北関東自動車道、国道50号などの

交通優位性を活かし、地域活力の更なる向上を図るため、「土地利用転換検討エリア」「土地

利用調整エリア」内において周辺環境に配慮した土地利用の見直しによる、新たな産業用地

創出に向けた開発候補地の検討を進めるとされており、また、民間活力の導入も視野に入れ、

民間ノウハウを活用した整備方法についても検討を進めるとされている。 

また、高速交通網の利便性や「佐野インランドポート」を有する強みを活用した総合物流
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拠点としての企業誘致に並行し、豊富な水資源、農地や森林、農林産物を活かせる「食品・環

境・エネルギー」関連の新たな事業者の誘致や、栃木県の「戦略３産業」（自動車産業、航空

宇宙産業、医療福祉機器産業）及び「未来３技術」（AI・IoT・ロボット技術、光学技術、環

境・新素材技術）の誘致等も視野に、企業誘致に取り組むとされている。 

本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 

 

（地図）重点促進区域１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点促進区域２（足利市）】  

南大町字南前の一部、南大町字宮前の一部、里矢場町字温井、里矢場町字鹿島、里矢場町

字天神の一部、里矢場町字駒形の一部 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

区域面積は、約31ヘクタールである。 

本区域は、北関東自動車道太田桐生インターチェンジから3.0km、地区の北側に国道50号が

通っている等、良好な交通アクセスの利便性を有している。本区域のうち、東武鉄道伊勢崎

線より東側の区域となる約19ヘクタール程度が農用地区域となり、また、市街化調整区域で

あるため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、

その基本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

また、足利市には、売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の遊休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

第８次足利市総合計画（基本構想）における記載：工業においては、新たな産業団地の開

発を進めるとともに、工業系空き用地も含め、産業構造の変化に対応した成長産業や次世代

産業などの企業誘致を目指す。 

 第８次足利市総合計画前期基本計画分野別計画（令和４年度～令和７年度）における記載：

重点プログラム（活力みなぎる産業力向上プロジェクト）に位置付け、産業力向上のため、

産業団地の開発及び企業の誘致を進めるとともに、足利で夢を叶える創業支援や多様な働き
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方の促進、農林業の新たな担い手確保、先端技術の導入支援など、活力みなぎるまちをつく

る。具体的な取り組みとして、あがた駅北産業団地の造成を進めるとともに、新たな産業系

用地の開発に取り組み、また関係機関と連携し、民間未利用地を活用して市内外から企業の

誘致を推進する。 

足利市都市計画マスタープランにおける記載：全体構想では、産業の集積地である既存産

業団地を適切に保全、活用するとともに、広域交通道路である北関東自動車道や国道50号を

はじめとした交通網を活かして、新たな産業や働く場を創出するための産業系用地の開発を

進める。 

また、新たな産業振興拠点を形成するための取組方針として、社会的状況や企業の立地動

向などを考慮し、新たな産業団地に関する検討を進め、継続的に産業系用地を確保すること、

既存産業団地周辺や広域交通道路、主要幹線道路、補助幹線道路沿線などにおいて、新たな

産業系用地の開発を進める。 

地域別構想では、山辺・矢場川・御厨地域におけるまちづくり方針・プロジェクトとして、

国道50号沿線などにおいて、産業振興を目的とした土地利用の転換を検討し、土地利用の方

針として、①都市的土地利用ゾーンでは土地利用の転換を図るべく、国道50号沿線などにお

いて、新たな産業系用地の検討を進める。 

足利農業振興地域整備計画における記載：足利農業振興地域整備計画には、「南部は、国道

50号等の広域交通道路や主要幹線道路の優位性を生かした産業振興拠点であるほか、新たな

産業系用地の検討や休憩・情報発信・地域連携・防災機能を有する多機能型駐車施設の整備

に向けた取組が進められるとともに、商業施設等の進出も期待される。これらの非農業的土

地利用との調整を図りながら農業と商工業の発展につなげていく。」と記載されている。 

本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 

 

（地図）重点促進区域２ 

  
 

 

【重点促進区域３（佐野市）】 

船津川町字岡田、船津川町字土縄の一部、君田町字西川端、君田町字五反田、君田町字関端、

君田町字大鏡の一部、君田町字天神前、君田町字豊後北、君田町字屋敷西、君田町字屋敷東、

君田町字悪外、君田町字鏡、君田町字西ノ谷、田島町字清水の一部、田島町字西ノ谷、田島町

字折本、田島町字館ノ尻、田島町字前田、田島町字古河田、田島町字東、田島町字下田、田島

重点促進区域 2 

(南大町字南前の一部、南大町字宮前の一部、里矢場町字温井、里矢場町字鹿島、里矢場町字

天神の一部、里矢場町字駒形の一部) 
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町字石田、庚申塚町字壹町田町、庚申塚町字壱丁田町、庚申塚町字庚申塚町、寺中町字間ノ田

町、大古屋町字間之田町、大古屋町字榎戸町の一部、大古屋町字壱丁田、大古屋町字野之中町、

伊保内町字間之田町の一部、伊保内町字塩辛町、植下町字間之田町の一部、植下町字塩辛町、

植下町字笠内町の一部、下羽田町字車田の一部、下羽田町字長町、下羽田町字梅ノ木の一部、

下羽田町字天ノ面、下羽田町字広町、下羽田町字四道、下羽田町字佐野作、下羽田町字弥町、

下羽田町字細田、下羽田町字張間作、下羽田町字米代、下羽田町字島合、下羽田町字代官、下

羽田町字塚越、下羽田町字沖の谷、下羽田町字壱丁田 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

概ねの面積は、524.1ヘクタール程度である。 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジに近接し、区域の中央を国道50号が東

西に横断しており、良好なアクセス性を有している。 

本区域は、491.5ヘクタール程度が市街化調整区域であり、その内410.7ヘクタール程度が

農用地区域であり、今後、土地利用の調整を行う必要が生じた際には「９ 地域経済牽引事

業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項」を変更し、

土地利用の調整の方針を定めるものとする。 

また、佐野市には、売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の遊休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

国土利用計画佐野市計画における記載：工業用地については、北関東自動車道沿線、国道

50号沿線等を活用して、工業、農業、観光など産業振興に必要な土地を確保し、周辺地域と

の調和を図りながら、適正な土地利用を推進するとされている。 

佐野市都市計画マスタープランにおける記載：土地利用転換検討エリアとして指定されて

おり、国道50号沿線においては、農業との調整を図りながら、地域振興に資する土地利用の

転換を目指すとされている。 

佐野農業振興地域整備計画書における記載：国道50号や293号をはじめとする道路網の整備

に加え、北関東自動車道の佐野田沼インターチェンジが開設され、それに伴う周辺産業団地

の開発など、産業基盤整備の一層の向上が期待され、併せて雇用の創出も期待されている。 

また、佐野市における農業の兼業率は高く、とりわけ第２種兼業農家が大半を占め、農家

所得のうち農外所得に依存する傾向が高くなっている。 

また、農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策の中で、農業の経済的基盤の強

化と生活環境の整備を推進することにより、魅力ある農村社会を形成し、若年層の農業就業

を促進するとともに、企業誘致や地場産業の振興を推進し、地元における農業従事者の安定

的な就業機会の確保を図るとされている。 

佐野市産業振興基本計画における記載：東北自動車道や北関東自動車道、国道50号などの

交通優位性を活かし、地域活力の更なる向上を図るため、「土地利用転換検討エリア」「土地

利用調整エリア」内において周辺環境に配慮した土地利用の見直しによる、新たな産業用地

創出に向けた開発候補地の検討を進めるとされており、また、民間活力の導入も視野に入れ、

民間ノウハウを活用した整備方法についても検討を進めるとされている。 

また、高速交通網の利便性や「佐野インランドポート」を有する強みを活用した総合物流
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拠点としての企業誘致に並行し、豊富な水資源、農地や森林、農林産物を活かせる「食品・環

境・エネルギー」関連の新たな事業者の誘致や、栃木県の「戦略３産業」（自動車産業、航空

宇宙産業、医療福祉機器産業）及び「未来３技術」（AI・IoT・ロボット技術、光学技術、環

境・新素材技術）の誘致等も視野に、企業誘致に取り組むとされている。 

本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 

 

（地図）重点促進区域３ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点促進区域４（栃木市）】  

藤岡町都賀の一部、藤岡町大田和の一部、藤岡町太田の一部 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

区域面積は、約78.2ヘクタールである。 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジに隣接し、地区の北辺が国道50号に接

するなど、良好な交通アクセスの利便性を有している。本区域のうち約25ヘクタール程度が

重点促進区域３ 

(船津川町字岡田、船津川町字土縄の一部、君田町字西川端、君田町字五反田、君田町字関端、

君田町字大鏡の一部、君田町字天神前、君田町字豊後北、君田町字屋敷西、君田町字屋敷東、君

田町字悪外、君田町字鏡、君田町字西ノ谷、田島町字清水の一部、田島町字西ノ谷、田島町字折

本、田島町字館ノ尻、田島町字前田、田島町字古河田、田島町字東、田島町字下田、田島町字石

田、庚申塚町字壹町田町、庚申塚町字壱丁田町、庚申塚町字庚申塚町、寺中町字間ノ田町、大古

屋町字間之田町、大古屋町字榎戸町の一部、大古屋町字壱丁田、大古屋町字野之中町、伊保内町

字間之田町の一部、伊保内町字塩辛町、植下町字間之田町の一部、植下町字塩辛町、植下町字笠

内町の一部、下羽田町字車田の一部、下羽田町字長町、下羽田町字梅ノ木の一部、下羽田町字天

ノ面、下羽田町字広町、下羽田町字四道、下羽田町字佐野作、下羽田町字弥町、下羽田町字細

田、下羽田町字張間作、下羽田町字米代、下羽田町字島合、下羽田町字代官、下羽田町字塚越、

下羽田町字沖の谷、下羽田町字壱丁田) 
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農用地区域となり、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合に

あっては、その基本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

また、栃木市には、売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の一定規模以上の遊休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

第２次栃木市総合計画（基本構想）における記載：良好な操業環境の整備・充実等を推進

し、既存企業の支援に努めるとともに、産業・物流等の新たな企業立地の調整・誘導を図る

「産業集積ゾーン」に指定されている。 

第２次栃木市総合計画基本計画基本方針（令和５年度～令和９年度）における記載：基本

方針５「地域資源を生かした賑わいと活力ある栃木市」の単位施策５-３-１企業誘致の推進

の方向性として、安心して働ける場の確保に向け、本市の強みである３つのインターチェン

ジ周辺の立地環境を生かした新たな産業基盤の整備、雇用創出効果の高い新規企業の誘致、

既存企業の定着を図ると記載されている。 

栃木市都市計画マスタープランにおける記載：全体構想では、高速道路インターチェンジ

周辺は、広域交通ネットワークを活かした産業拠点の形成を検討する。 

また、既存の産業・流通業務地の周辺や、交通利便性に優れたエリア（高速道路インター

チェンジ・幹線道路周辺等）は、その立地条件等を踏まえながら、産業活性化に向けた新た

な産業系の土地利用を検討する。 

地域別構想では、佐野藤岡インターチェンジ周辺において産業・流通拠点の形成を図るこ

とを方針としており、佐野藤岡インターチェンジを有する立地優位性を活かし、活力ある地

域づくりを推進する。インターチェンジへのアクセスに優れる地域内幹線道路周辺の地域の

新たな産業振興及び就業の場として活用を検討すると記載されている。 

栃木農業振興地域整備計画における記載：本市農業の基盤であり最も基本的な資産である

農地については、土地利用構想の要素として「田園・農村的利用ゾーン：安全・安心な農業生

産の確保や農業を活性化するための環境整備に努めるとともに、既存集落を主体とした環境

の維持・向上を図る区域」と位置付けている。 

栃木市総合計画に掲げる将来都市像の実現にあたっては、都市計画と農業との健全な調和

に配慮しつつ地域特性に応じた開発等の適切な規制・誘導を行い、豊かで美しい自然環境の保

全や良好な住環境の維持・創出に努めるとともに、地域の魅力や一体性を高めていく計画的な

土地利用を進めると記載している。 

本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 
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（地図）重点促進区域４ 

 
 

【重点促進区域５（栃木市）】  

岩舟町静の一部、岩舟町和泉の一部 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

区域面積は、約51.9ヘクタールである。 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジから4.5km、地区内に国道50号が通るな

ど、良好な交通アクセスの利便性を有している。本区域のうち、約22ヘクタール程度が農用

地区域となり、また、市街化調整区域であるため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るため

の土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項」において、土地利用の調整の

方針を記載する。 

また、栃木市には、売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の一定規模以上の遊休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

第２次栃木市総合計画（基本構想）における記載：良好な操業環境の整備・充実等を推進

し、既存企業の支援に努めるとともに、産業・物流等の新たな企業立地の調整・誘導を図る

「産業集積ゾーン」に指定されている。 

第２次栃木市総合計画基本計画基本方針（令和５年度～令和９年度）における記載：基本

方針５「地域資源を生かした賑わいと活力ある栃木市」の単位施策５-３-１企業誘致の推進

の方向性として、安心して働ける場の確保に向け、本市の強みである３つのインターチェン

ジ周辺の立地環境を生かした新たな産業基盤の整備、雇用創出効果の高い新規企業の誘致、

重点促進区域４ 
藤岡町都賀の一部、藤岡町大田和

の一部、藤岡町太田の一部 

：農用地区域以外 

：農用地区域 
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既存企業の定着を図ると記載されている。 

栃木市都市計画マスタープランにおける記載：全体構想では、高速道路インターチェンジ

周辺は、広域交通ネットワークを活かした産業拠点の形成を検討する。 

また、既存の産業・流通業務地の周辺や、交通利便性に優れたエリア（高速道路インター

チェンジ・幹線道路周辺等）は、その立地条件等を踏まえながら、産業活性化に向けた新た

な産業系の土地利用を検討する。 

地域別構想では、新たな地域の活力を創出する拠点整備や、産業・物流施設等の誘導を図

ることを方針としており、国道50号や栃木藤岡線による広域的なネットワーク機能や東北自

動車道佐野藤岡インターチェンジへの近接性を活かし、産業系の活力ある地域づくりを推進

すると記載されている。 

栃木農業振興地域整備計画における記載：本市農業の基盤であり最も基本的な資産である

農地については、土地利用構想の要素として「田園・農村的利用ゾーン：安全・安心な農業生

産の確保や農業を活性化するための環境整備に努めるとともに、既存集落を主体とした環境

の維持・向上を図る区域」と位置付けている。 

栃木市総合計画に掲げる将来都市像の実現にあたっては、都市計画と農業との健全な調和

に配慮しつつ地域特性に応じた開発等の適切な規制・誘導を行い、豊かで美しい自然環境の

保全や良好な住環境の維持・創出に努めるとともに、地域の魅力や一体性を高めていく計画

的な土地利用を進めると記載している。 

本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 

 

（地図）重点促進区域５ 

 
 

 

重点促進区域５ 
岩舟町静の一部、岩舟町和泉の一部 

：農用地区域以外 

：農用地区域 
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【重点促進区域６（栃木市）】  

岩舟町静戸の一部、岩舟町静和の一部、岩舟町曲ケ島の一部 

  

（概況及び公共施設等の整備状況） 

区域面積は、約153.6ヘクタールである。 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジから6.5km、地区内に国道50号が通るな

ど、良好な交通アクセスの利便性を有している。本区域のうち、約33ヘクタール程度が農用

地区域となり、また、市街化調整区域であるため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るため

の土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項」において、土地利用の調整の

方針を記載する。 

また、栃木市には、売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の一定規模以上の遊休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

第２次栃木市総合計画（基本構想）における記載：良好な操業環境の整備・充実等を推進

し、既存企業の支援に努めるとともに、産業・物流等の新たな企業立地の調整・誘導を図る

「産業集積ゾーン」に指定されている。 

第２次栃木市総合計画基本計画基本方針（令和５年度～令和９年度）における記載：基本

方針５「地域資源を生かした賑わいと活力ある栃木市」の単位施策５-３-１企業誘致の推進

の方向性として、安心して働ける場の確保に向け、本市の強みである３つのインターチェン

ジ周辺の立地環境を生かした新たな産業基盤の整備、雇用創出効果の高い新規企業の誘致、

既存企業の定着を図ると記載されている。 

栃木市都市計画マスタープランにおける記載：全体構想では、高速道路インターチェンジ

周辺は、広域交通ネットワークを活かした産業拠点の形成を検討する。 

また、既存の産業・流通業務地の周辺や、交通利便性に優れたエリア（高速道路インター

チェンジ・幹線道路周辺等）は、その立地条件等を踏まえながら、産業活性化に向けた新た

な産業系の土地利用を検討する。 

地域別構想では、新たな地域の活力を創出する拠点整備や、産業・物流施設等の誘導を図

ることを方針としており、国道50号や栃木藤岡線による広域的なネットワーク機能や東北自

動車道佐野藤岡インターチェンジへの近接性を活かし、産業系の活力ある地域づくりを推進

する。岩舟工業団地周辺においては、国道50号による広域的なネットワーク機能や、隣接す

る大平地域における工業の拠点との連携などにより、産業拠点としてのさらなる機能強化を

図ると記載されている。 

栃木農業振興地域整備計画における記載：本市農業の基盤であり最も基本的な資産である

農地については、土地利用構想の要素として「田園・農村的利用ゾーン：安全・安心な農業生

産の確保や農業を活性化するための環境整備に努めるとともに、既存集落を主体とした環境

の維持・向上を図る区域」と位置付けている。 

栃木市総合計画に掲げる将来都市像の実現にあたっては、都市計画と農業との健全な調和

に配慮しつつ地域特性に応じた開発等の適切な規制・誘導を行い、豊かで美しい自然環境の

保全や良好な住環境の維持・創出に努めるとともに、地域の魅力や一体性を高めていく計画

的な土地利用を進めると記載している。 
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本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 

 

（地図）重点促進区域６ 

 
 

【重点促進区域７（市貝町）】 

市塙字諏訪の一部 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

 概ねの面積は、３ヘクタール程度である。 

本区域は、北関東自動車道真岡インターチェンジから約 24km、地区東側に黒田市塙真岡線

が通り、南側は、主要地方道宇都宮・茂木線芳賀市貝バイパスが通る等、良好なアクセス性を

有している。本区域のうち、2.5 ヘクタール程度が農用地区域となるため、「９ 地域経済牽

引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項」におい

て、土地利用の調整の方針を記載する。 

 また、市貝町には、売却されていない既存の工業団地や、現に住宅化された未利用地などの

遊休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

 第６次市貝町振興計画（後期基本計画）における記載：土地利用の誘導にあたっては、国土

重点促進区域６ 
岩舟町静戸の一部、岩舟町静和

の一部、岩舟町曲ケ島の一部 

：農用地区域以外 

：農用地区域 
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利用計画法、自然公園法、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律など、各種の土地利

用関係法や、市貝町土地利用に関する事前指導要綱の適切な運用に努め、企業等の新設増設に

向けたプロジェクトチームを組織化し、企業誘致促進条例に基づいて工業等の新設を支援す

るとされている。 

 市貝農業振興地域整備計画書における記載：工業の社会的使命に基づき、当町の立地条件や

自然条件を生かして、既存企業の育成と、新規創業の促進、環境対策への支援など、総合的な

工業振興策を推進していく必要があり、恵まれた自然環境や潜在的な地域資源などを生かし、

地元住民の雇用の場となる優良企業の誘致に努め、企業誘致にあたり、工業用水や下水・排水

施設の確保を図るとされている。 

 市貝町都市計画マスタープランにおける記載：本地域においても立地のインパクトが次第

に高まってくる可能性があり、具体的な誘致施設とその配置計画等としては、今後の検討課題

となるが、これらの施設導入は、これらの人口減少化に向かう市塙地域の持続的な発展を維持

してくためにも有効な施策となるので、特定施設として農地を含む自然環境の保全と調整を

図りながら、周辺市街地とのネットワーク化に留意しつつ前向きに取り組むとされている。 

本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 

 

（地図）重点促進区域７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点促進区域８（下野市）】 

上古山字一本松、上古山字大台、上古山字大木の各一部 

下古山字若林及び下古山字周防塚、下古山字北原、下古山字新田上、下古山字北林、下古

山字国塚の各一部 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

 面積は、約128.8ヘクタールである。 

 本区域は、石橋第一工業団地、石橋第二工業団地、石橋第三工業団地に近接し、団地内に

重点促進区域７ 
市塙字諏訪の一部 

：農用地区域以外 

：農用地区域 

重点促進区域７ 
市塙字諏訪の一部 
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は紙、プラスチック、金属製品製造業等の工場が立地している。 

また、区域内を北関東自動車道が通り、令和７年度以降に（仮称）下野スマートインター

チェンジの設置を予定している。区域東側は国道４号や新４号国道が近接しており、区域南

側には県道71号羽生田上蒲生線、国道352号が通るなど良好なアクセス性を有しており、近接

するＪＲ貨物の宇都宮貨物ターミナル駅を基点としたモーダルシフトの促進も図られる。 

本区域は、ほぼ全域が市街化調整区域で、うち約56.3ヘクタールが農用地区域であるため、

「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基

本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

 なお、下野市には、売却されていない既存の産業団地や、現に宅地化された未利用地など

の遊休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

 国土利用計画下野市計画における記載：工業用地については、北関東自動車道（仮称）下

野スマートインターチェンジなど、新たな交通拠点の整備による広域交通の利便性向上を契

機として、本市の新たな活力創出に資する計画的かつ適正な土地利用を推進するとされてい

る。 

 第二次下野市総合計画後期基本計画における記載：北関東自動車道（仮称）下野スマート

インターチェンジについては、高速自動車国道へのアクセス時間の短縮による地域産業の活

性化、高速自動車国道の利便性増進による定住促進、救急医療機関へのアクセス性の向上に

よる緊急救命活動の支援、交通分散による主要幹線道路の混雑緩和などの整備効果が期待さ

れている。 

 下野市都市計画マスタープランにおける記載：まちづくりの基本方針における土地利用に

係る基本方針では、新たな土地利用として広域的なネットワークを活かした住居系・産業系

の土地利用の推進を図り、また、交通ネットワークとの一体的な位置づけにより、広域的な

都市連携を活かした配置を図るとされている。実現方策においては、産業誘導エリアの実現

に向けた取組として、北関東自動車道（仮称）下野スマートインターチェンジ設置を見据え、

その整備効果を市内の産業等の活性化に波及させるため、国道４号周辺を含め、産業系の土

地利用誘導を図るとされている。 

 下野農業振興地域整備計画書における記載：本地区は、市の北部に位置し、地区の中央を

東西に北関東自動車道が横切る位置にある。地区内の農用地は、主に姿川水系に属す水田地

帯で、農業生産基盤整備がほぼ完了している。圃場整備事業により、担い手への農地集積集

約の推進や農業生産性の選択的向上を図っているが、これらと連携し、一定のエリア分けに

基づいて、農業基盤整備地域と企業誘致地域を想定することにより、幅広い営農形態の農業

者の支援と農業適地の有効活用、また他産業従事の選択肢の拡大による収入改善、地域経済

の循環により、地域農業の持続性を向上し、将来的な離農抑制に繋げる必要がある。これら

にあたっては、今後市内外を含めた人流動線が増加することが予測される石橋地区北部の（仮

称）下野スマートインターチェンジ周辺を、優良農地と対となる企業の受け皿としていくこ

とが必要であるとされている。 

また、今回の重点促進区域における農用地の減少により令和10年度において市が確保する

農用地面積に支障のないよう農業的土地利用との調整を図る。なお、重点促進区域の取り扱

いについては、本年度改定を予定する農業振興地域整備計画において、石橋地区の農業生産
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基盤の整備及び開発の方向性として記載し、計画との整合性を図っていくものとする。 

本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 

 

 （地図）重点促進区域８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点促進区域９（矢板市）】 

安沢字打越、安沢字安沢川、安沢字安沢山の各一部 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

概ねの面積は、48ヘクタール程度である。 

 本区域は、東北自動車道矢板インターチェンジから 4.4km、地区の南側に県道下河戸片岡線

が通り、西側には市道安沢６号線が隣接する等、良好なアクセス性を有している。 

本区域は、42ヘクタール程度が農用地区域のため、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るた

めの土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項」において、土地利用の調整の

方針を記載する。 

なお、矢板市には、売却されてない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地などの遊

休地等は存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

やいた創生未来プランにおける記載：重点項目として、時代に即した産業を振興するまちづ

くりを掲げており、その中でも企業誘致を推進するとしている。とりわけ本市は交通アクセス

のよさ、災害の少なさ、地理的優位性といった部分において強みがあるとしている。このこと

から、引き続き情報発信を行っていき、産業団地も含めた産業用地への企業の誘致を図ってい

くとされている。 

重点促進区域８ 
上古山字一本松、上古山字大

台、上古山字大木の各一部 
 
下古山字若林及び下古山字

周防塚、下古山字北原、下古

山字新田上、下古山字北林、

下古山字国塚の各一部 

：農用地区域以外 

：農用地区域 
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矢板市都市計画マスタープランにおける記載：工業地の基本的考え方として、雇用を生み出

す企業誘致の受け皿となる環境整備や成長産業の集積促進を図るとされている。 

矢板農業振興地域整備計画書における記載：主要な交通として、東北自動車道が市の南北を

縦貫しており、片岡地区に矢板インターチェンジと泉地区に矢板北スマートインターチェン

ジがある。そして、国道４号と、主要地方道矢板那須線が東北自動車道とほぼ平行に走り、東

京圏と東北地方や那須塩原地方を結んでいることから、交通利便性が高い。 

また、効率的かつ安定的な農業経営の目標として、農地集積による土地利用型農業の体質強

化を図るとともに、農業従事者の高齢化や後継者不足等による農地の遊休化を防止する施策

を講じ、農地の有効活用を目指すと記載されている。 

地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）においては、農地の集積・集約化を基本としつ

つ、担い手（認定農業者、拡大意向農家）の農作業に支障がない範囲で農業を担う者により農

地利用を進めるが、耕作条件の悪い土地（大型機械が入れない、水利がない）については、非

農地とすることも検討するとされている。 

本区域には、環境保全上重要な地域は含まれていない。 

 

（地図）重点促進区域９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点促進区域 10（宇都宮市）】 

 古田町字高石河原の一部、古田町字一の河原の一部、相野沢町字山神原の一部、相野沢町字

山神林の一部、上田原町字上原の一部、上田原町字高石の一部 

 

（概況及び公共施設等の整備状況） 

 概ねの面積は 38ヘクタール程度である。 

本区域は東北新幹線の停車駅である JR 宇都宮駅から約 13km に位置しており、東北自動車

道上河内スマートインターチェンジから約５km、西側には県道 63 号線が近接しているなど、

アクセス性の良い区域である。 

 本区域は、32 ヘクタール程度が農用地区域であり、また、全域が市街化調整区域であるた

め、「９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その

：農用地区域以外 

：農用地区域   

重点促進区域９ 

安沢字打越、安沢字安沢川、安沢字

安沢山の各一部 
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基本的な事項」において、土地利用の調整の方針を記載する。 

 また、宇都宮市には、コンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化した施

設等の立地が可能な未売却の既存工業団地や、現に宅地化された未利用地などの遊休地等は

存在しない。 

 

（関連計画における記載等） 

第６次宇都宮市総合計画における記載：「社会経済環境が大きく変化する中にあっても、本

市経済・産業が人や企業から選ばれ、将来にわたって持続的に発展するよう、地域経済をけん

引する産業の創出・育成に取り組むとともに、本市の特性・強みを活かした、新たな産業団地

の造成の検討も含め、産業集積の促進を図っていく」と記載されている。 

宇都宮市都市計画マスタープランにおける記載：全体構想においては、環境負荷の少ないま

ちづくりの方針として、「環境負荷の少ない脱炭素型、循環型の都市づくりに向け、公共交通

や徒歩、自転車の利用促進など、交通分野における環境負荷の低減に努めるとともに、エネル

ギー・資源の有効活用や健全な水循環の形成を図る」とされている。 

また、本区域が位置する北東部地域の地域別構想として、「地域資源を活かした産業や観光

などの機能強化による地域活性化」を掲げ、「上河内スマートインターチェンジによる広域交

通の利便性を活かしながら、産業や観光・交流等の促進による地域の活性化を図る」とされて

いる。 

宇都宮農業振興地域整備計画における記載：「農業従事者における副業的農家の割合は今後

も増加していくことが予想され、農業従事者の安定的な就業の確保を図っていく必要がある

ため、農業経営の大規模化や企業参入の促進による雇用就農の確保や、直売所や加工施設等の

整備促進・起業活動支援を含めた６次産業化の促進等による農に関連した雇用の確保を図っ

ていく」とともに、「うつのみや産業振興ビジョン(令和５年２月)」に基づく新たな産業用地

の確保とも連携していく。 

また、「今後予定される大規模開発に伴う農用地区域内農地の除外面積は概ね 60～70 ヘク

タール」と記載されている。なお、「うつのみや産業振興ビジョン」には「宇都宮市は、内陸

型工業団地として国内最大級の清原工業団地を有するなど、全国でも有数の産業都市であり、

製造品出荷額等は全国でも高水準にあるが、既存工業団地には空き用地がなく、市外企業が新

規に立地する産業用地や市内企業の施設更新の種地用地も枯渇している現状にある。このこ

とから、市内企業の更なる発展を支える基盤であり、市外企業の誘致の受け皿でもある産業用

地を計画的に確保していく。」と記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

（地図）重点促進区域 10 

 
 

（２）区域設定の理由 

【重点促進区域１（佐野市）】 
本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジから 3.2km と近接しており、南側が国

道 50号、北側は県道佐野環状線、東側は市道１級１号線に隣接し、良好なアクセス性を有し

ているほか、上下水道等のインフラが整備されており、また、輸送用機器部品製造業や産業用

機械器具製造業、食料品製造業等の付加価値の高い製品の製造を担う企業が集積する佐野工

業団地からも約４km と近接している等、企業の進出しやすい条件が整った区域であることか

ら重点促進区域を設定することとする。 

なお、区域内には、植下町字笠内町、字塩辛町、字間之田町の農用地区域が含まれる。区域

内のほぼ全域が農用地区域ではあるが、国道 50 号、県道佐野環状線、市道１級１号線、秋山

川に囲まれた区域に関しては、国道 50号沿線という企業からの立地ニーズの高さなどから、

重点促進区域に適している。 

なお、佐野市内には売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地などの

遊休地等は存在しない。そのため、企業が求める面積の工業用地が確保できず、企業にとって

良好な操業環境の確保が困難な状況にあることから、農用地区域を含む本区域での土地利用

を検討せざるを得ない状況である。 

また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土

地の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、

特例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域２（足利市）】 

本区域は、北関東自動車道太田桐生インターチェンジから 3.0km と近接しており、北側は 

国道 50 号（片側２車線、４車線道路）、に隣接し、アクセスの良い区域である。 

また、輸送用機械器具製造業や産業用機械器具製造業、食料品製造業等の付加価値の高い
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製品の製造を担う企業が集積する足利市南大町、借宿町等の工場群や、太田市の産業団地か

らも近接しているため、企業の進出しやすい条件が整った区域であり、企業からの立地に関

する問い合わせが多く寄せられている地域である。 

なお、区域内には、南大町字宮前、里矢場町字温井、字鹿島、字天神、字駒形の農用地区域

が含まれる。区域内の大半が農用地区域ではあるが、国道 50 号沿線という企業からの立地

ニーズの高さなどから、重点促進区域に適している。 

なお、足利市内には売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の遊休地等は存在しない。そのため、企業が求める面積の工業用地が確保できず、企業にと

って良好な操業環境の確保が困難な状況にあることから、農用地区域を含む本区域での土地

利用を検討せざるを得ない状況である。 

また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土

地の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、

特例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域３（佐野市）】 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジに近接しており、区域の中央を国道 50

号が東西に横断するなど、良好なアクセス性を有しているほか、上下水道や、特別高圧が区域

の東西をそれぞれ南北に縦断している等インフラが整備されていること、また、輸送用機器部

品製造業や産業用機械器具製造業、食料品製造業等の付加価値の高い製品の製造を担う企業

が集積する佐野工業団地や羽田工業団地からも近接している等、企業の進出しやすい条件が

整った区域であり、企業からの立地に関する問い合わせが多く寄せられている地区であるこ

とから、重点促進区域を設定することとする。 

なお、区域内には、船津川町字岡田、船津川町字土縄、君田町字西川端、君田町字五反田、

君田町字関端、君田町字大鏡、君田町字天神前、君田町字豊後北、君田町字屋敷西、君田町字

屋敷東、君田町字悪外、君田町字鏡、君田町字西ノ谷、田島町字清水、田島町字西ノ谷、田島

町字折本、田島町字館ノ尻、田島町字前田、田島町字古河田、田島町字東、田島町字下田、田

島町字石田、庚申塚町字壹町田町、庚申塚町字壱丁田町、庚申塚町字庚申塚町、寺中町字間ノ

田町、大古屋町字間之田町、大古屋町字榎戸町、大古屋町字壱丁田、大古屋町字野之中町、伊

保内町字間之田町、伊保内町字塩辛町、植下町字間之田町、植下町字塩辛町、植下町字笠内町、

下羽田町字車田、下羽田町字長町、下羽田町字梅ノ木、下羽田町字天ノ面、下羽田町字広町、

下羽田町字四道、下羽田町字佐野作、下羽田町字弥町、下羽田町字細田、下羽田町字張間作、

下羽田町字米代、下羽田町字島合、下羽田町字代官、下羽田町字塚越、下羽田町字沖の谷、下

羽田町字壱丁田の農用地区域が含まれる。区域内の 491.5 ヘクタール程度が市街化調整区域

となり、その内 410.7 ヘクタール程度が農用地区域ではあるが、国道 50 号沿線という企業か

らの立地ニーズの高さなどから、重点促進区域に適している。 

なお、佐野市内には売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の遊休地等は存在しない。これらのことから、本区域を重点促進区域に設定することで、企

業に対する立地に向けたＰＲを行い、進出意欲のある企業が現れた際には、本計画の「９ 地

域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事

項」を変更・設定し、地域経済を牽引する企業の誘致を図っていく。 

また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土
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地の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、

特例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域４（栃木市）】 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジに隣接し、北側は国道 50 号沿線という

良好なアクセス性を有している。物流を扱う企業が集積しており、また岩舟工業団地や大平

工業団地からも近接している等、産業の集積に適した区域である。 

なお、区域内には、藤岡町都賀、藤岡町大田和、藤岡町太田の農用地区域が含まれる。区域

内の約３割が農用地区域ではあるが、国道 50 号沿線という企業からの立地ニーズの高さなど

から、企業の引合いが多く、重点促進区域に適している。さらに、栃木市内には売却されて

いない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地などの一定規模以上の遊休地等は存在

しない。そのため、企業が求める面積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環

境の確保が困難な状況にあることから、農用地区域を含む本区域での土地利用を検討せざる

を得ない状況である。 

また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土

地の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、

特例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域５（栃木市）】 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジから 4.5km と近接しており、地区内を

東西に国道 50号と南北に主要地方道栃木藤岡線が通っているなど、良好なアクセス性を有し

ている。 

また、岩舟工業団地や大平工業団地からも近接している等、企業の進出しやすい条件が整

った区域であり、企業からの立地に関する問い合わせが多く寄せられている地域である。 

なお、区域内には、岩舟町静、岩舟町和泉の農用地区域が含まれる。区域内の約半数が農

用地区域ではあるが、国道 50号沿線という企業からの立地ニーズの高さなどから、企業の引

合いが多く、重点促進区域に適している。さらに、栃木市内には売却されていない既存の工

業団地や、現に宅地化された未利用地などの一定規模以上の遊休地等は存在しない。そのた

め、企業が求める面積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困難

な状況にあることから、農用地区域を含む本区域での土地利用を検討せざるを得ない状況で

ある。 

また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土

地の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、

特例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域６（栃木市）】 

本区域は、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジから 6.5km と近接しており、地区内を

国道 50 号が通っているなど、良好なアクセス性を有している。物流を扱う企業や輸送用機械

器具を製造する企業が集積しており、また、地区内には岩舟工業団地、隣接地に大平工業団

地がある等、企業の進出しやすい条件が整った区域であり、企業からの立地に関する問い合

わせが多く寄せられている地域である。  
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なお、区域内には、岩舟町静戸、岩舟町静和、岩舟町曲ケ島の農用地区域が含まれる。区 

域内の約２割が農用地区域ではあるが、国道 50 号沿線という企業からの立地ニーズの高さ

などから、企業の引合いが多く、重点促進区域に適している。さらに、栃木市内には売却さ

れていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地などの一定規模以上の遊休地等は

存在しない。そのため、企業が求める面積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操

業環境の確保が困難な状況にあることから、農用地区域を含む本区域での土地利用を検討せ

ざるを得ない状況である。 

また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土

地の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、

特例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域７（市貝町）】 

 本区域は、北関東自動車道真岡インターチェンジから 24㎞に位置しており、南側に主要地

方道宇都宮茂木線芳賀・市貝バイパス、東側は黒田市塙真岡線が通り、良好なアクセス性を有

している等、企業の進出しやすい条件が整った区域であることから重点促進区域を設定する

こととする。 

 なお、区域内には、市塙字諏訪の農用地区域が含まれる。区域内のほぼ全域が農用地区域で

はあるが、黒田市塙真岡線、主要地方道宇都宮茂木線芳賀・市貝バイパスに隣接するニーズの

高さなどから、重点促進区域に適している。さらに、市貝町には売却されていない既存の工業

団地や、現に住宅化された未利用地などの遊休地等は存在しない。そのため、企業が求める面

積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困難な状況にあることか

ら、農用地区域を含む本区域での土地利用を検討せざるを得ない状況である。 

 また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土地

の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、特

例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域８（下野市）】 

本区域内は、北関東自動車道が通り、令和７年度以降に（仮称）下野スマートインターチ

ェンジの設置が予定されている。 

また、東側は国道４号や新４号国道が近接しており、区域南側には県道羽生田上蒲生線、

国道352号が通るなど良好なアクセス性を有しており、近接するＪＲ貨物の宇都宮貨物ターミ

ナル駅を基点としたモーダルシフトの促進も図られる。上下水道等のインフラが整備されて

おり、プラスチック製品やパルプ・紙製品、輸送用機械器具類製造業等の付加価値の高い製

品の製造を担う企業が集積する石橋第一工業団地、石橋第二工業団地からも約１㎞と近接し

ている等企業の進出し易い条件が整った区域であることから重点促進区域に設定することと

する。 

 なお、区域内には、上古山字大木、上古山字大台、上古山字一本松、下古山字国塚、下古山

字北原、下古山字北林、下古山字新田上、下古山字若林、下古山字周防塚の農用地区域が含

まれる。区域内の約４割が農用地区域ではあるが、北関東自動車道インターチェンジ周辺と

いう企業からの立地ニーズの高さなどから、重点促進区域に適している。 

 なお、下野市には、売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など
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の遊休地等は存在しない。そのため、企業が求める面積の事業用地が確保できず、企業にと

って良好な事業環境の確保が困難な状況にあることから、農用地区域を含む本区域での土地

利用を検討せざるを得ない状況である。 

 また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土

地の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、

特例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域９（矢板市）】 

本区域は、東北自動車道矢板インターチェンジから 4.4km、地区の南側に県道下河戸片岡線

が通り、西側には市道安沢６号線が隣接する等、良好なアクセス性を有している。 

また、地下水が豊富であり、過去に本区域内で実施した揚水試験（平成 10年３月）では５

か所の井戸から計 10,000t/日が供給可能との結果となっている。加えて周辺には２系統の特

別高圧の送電線が通っており高圧の電力供給が可能なこと、東京から約 120km、国道４号から

約３km の位置にあり首都圏から容易にアクセス可能なこと、浸水想定区域及び土砂災害警戒

区域から外れており自然災害リスクが低いなどの特性がある。 

また、近隣には大規模な太陽光発電等の再生可能エネルギー関連施設も立地しており、これ

らの特性から、経済産業省が「半導体・デジタル産業戦略」において掲げるデータセンターや

半導体などのデジタル産業等の立地条件を備えた本区域を、重点促進区域に設定することと

する。 

なお、区域内には農用地区域が含まれる。大部分が農業振興地域であるが、国道４号から約

３km の位置にあること、区域の南側に県道下河戸片岡線が通っていることなどから、立地ニ

ーズの高さがあり、重点促進区域に適している。 

なお、矢板市内には、売却されていない既存の工業団地や、現に宅地化された未利用地など

の遊休地等は存在しない。そのため、企業が求める面積の工業用地が確保できず、企業にとっ

て良好な操業環境の確保が困難な状況にあることから、農用地区域を含む本区域での土地利

用を検討せざるを得ない状況である。 

また、今後、土地利用調整計画を定め新たに進出を検討する企業や、既存企業において土地

の有効活用による事業高度化を可能とするため、本区域を工場立地特例対象区域に指定し、特

例措置を実施することとする。 

 

【重点促進区域 10（宇都宮市）】 

 本区域は、豊富な電力インフラを有している「新栃木変電所」に隣接しており、大規模な電

力を早期に供給できるほか、浸水リスクが低い等の耐災害性を有している。また、東北新幹線

の停車駅である JR 宇都宮駅から約 13km に位置しており、東北自動車道上河内スマートイン

ターチェンジから約５km、西側には県道 63 号線が近接しているなど、アクセス性の良い区域

である。 

これらの点から、本区域におけるポテンシャルを最大限活かし、コンピュータやデータ通信

のための装置の設置及び運用に特化した施設等の土地利用を図るため、重点促進区域に設定

するものである。 

なお、宇都宮市には、コンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化した施

設等の立地が可能な未売却の既存工業団地や、現に住宅化された未利用地などの遊休地等は

存在しない。そのため、企業が求める面積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操業
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環境の確保が困難な状況にあることから、農用地区域を含む本区域での土地利用を検討せざ

るを得ない状況である。 

 

（３）重点促進区域に存する市町が指定しようとする工場立地特例対象区域 

 

【重点促進区域１（佐野市）】 

（地図）工場立地特例対象区域 

 
 

【重点促進区域２（足利市）】 

（地図）工場立地特例対象区域 
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【重点促進区域３（佐野市）】 

 （地図）工場立地特例対象区域 

 
 

【重点促進区域４（栃木市）】 

（地図）工場立地特例対象区域 
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【重点促進区域５（栃木市）】 

（地図）工場立地特例対象区域 

 
 

【重点促進区域６（栃木市）】 

（地図）工場立地特例対象区域 
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【重点促進区域７（市貝町）】 

（地図）工場立地特例対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重点促進区域８（下野市）】 

（地図）工場立地特例対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

【重点促進区域９（矢板市）】 

（地図）工場立地特例対象区域 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみ

た地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

プラン、15戦略及び成長戦略を、本計画における地域経済牽引事業の推進に当たって

生かすべき社会的な観点から見た地域の特性と位置づける。 

①栃木県の戦略３産業（自動車、航空宇宙、医療福祉機器）の集積及び未来３技術（AI･ 

IoT･ロボット、光学、環境・新素材）を活用した成長ものづくり分野 

②栃木県の食品産業等の集積やいちごや二条大麦等の県産農産物等を活用した食品関 

連産業分野 

③栃木県内の宇都宮大学等の高等教育機関、地域ソフトウェアセンター等の知見や、と 

ちぎビジネスAIセンター等の機能を活用したデジタル化・DX推進関連分野 

④栃木県香港事務所やジェトロ栃木貿易情報センターの知見を活用した海外販路開拓 

分野 

⑤東北縦貫自動車道や北関東自動車道等の交通・物流インフラを活用した物流関連分 

野 

⑥栃木県内の日光国立公園、世界遺産・日光の社寺、観光農園や農業体験、益子焼等の 

地場産業等の県内各地域に有する観光資源を活用した観光分野 

⑦栃木県の工作機械・産業用ロボット、半導体、航空機部品、蓄電池等に関連する産業 

の集積を活用した特定重要物資関連分野 

（２）選定の理由 

①栃木県の戦略３産業（自動車、航空宇宙、医療福祉機器）の集積及び未来３技術（AI･ 

IoT･ロボット、光学、環境・新素材）を活用した成長ものづくり分野 

成長戦略では、優れた技術や産業集積を強みとする自動車産業、航空宇宙産業、医療

福祉機器産業を本県ものづくりの「戦略３産業」と位置付け、重点的な支援を行うとと

もに、AI・IoT・ロボット技術、光学技術、環境・新素材技術を今後のものづくり企業

の成長を加速する「未来３技術」と位置付け、新技術・新製品開発や戦略３産業等への

活用の促進を図り、施策の相乗効果によるものづくり県の更なる発展を目指すことと

している。 

本県は、製造業における多様な業種がバランス良く集積し、多数の有力企業が立地す 

る全国有数のものづくり県であるが、本県産業を取り巻く社会経済情勢が大きく変化

する中で、本県産業の更なる成長を実現するためには、本県の産業集積等の強みを活か

した新たな産業振興施策が必要となっている。 

そこで、本県では、戦略３産業の重点支援（新技術・新製品開発や人材育成、国内外 

における販路開拓など）によるものづくり企業の躍進や未来３技術の活用（Society5.0

に対応したものづくりのデジタルトランスフォーメーション（DX）の促進、カーボンニ

ュートラル実現に向けた研究開発の支援など）を通じた競争力強化等を図る「ものづく

り産業躍進プロジェクト」を展開しているところである。 

この戦略３産業の振興及び未来３技術の活用については、プラン、１５戦略及び成長 

戦略にそれぞれ重点プロジェクト等として位置づけられており、それぞれ次の成果指

標を掲げ、計画的かつ重点的に取り組むこととしている。 

○プラン：製造品出荷額等 H30 年：92,111 億円 → R６年：93,714 億円  
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○15戦略：製造品出荷額等 H29年：92,333億円 → R６年：93,714億円 

○成長戦略：戦略３産業の製造品出荷額等  

R３年：13,802億円  →  R６年：19,915億円  

 

ア 戦略３産業 

優れた技術や産業集積を強みとする自動車産業、航空宇宙産業、医療福祉機器産

業を本県ものづくりの「戦略３産業」と位置付けている。 

自動車産業については、日産自動車株式会社（上三川町）や本田技研工業株式会

社四輪開発センター（芳賀町）などの完成車の生産や開発の拠点を有するメーカー

が立地するとともに、金型、プレス、切削、機械組立などの要素技術に優位性を持

つ企業が集積し、本県産業の基幹産業として、重要な位置を占めている。 

航空宇宙産業については、株式会社 SUBARU 航空宇宙カンパニー（宇都宮市）を

中心としたサプライヤーの立地に加え、大手材料メーカーや装備品メーカー及び

その関連企業の立地により、航空機関連産業の全国有数の集積地となっている。 

医療福祉機器については、開発拠点を有するキヤノンメディカルシステムズ株

式会社（大田原市）などの大手メーカーが立地するとともに、大手メーカーへの部

品供給、OEM 供給をする企業が多数立地するほか、自治医科大学（下野市）、獨協

医科大学（壬生町）及び国際医療福祉大学（大田原市）等の医療福祉系大学もあり、

全国有数の医療福祉機器産業の集積を誇っている。 

 

イ 未来３技術 

AI・IoT・ロボット技術、光学技術、環境・新素材技術を今後のものづくり企業

の成長を加速する「未来３技術」と位置付けている。 

AI・IoT・ロボット技術については、産業用ロボットの代表的メーカーであるフ

ァナック株式会社（壬生町）やロボットの開発等を行うカワダロボティクス株式会

社（芳賀町）など、高い技術を有する企業が立地するほか、「とちぎビジネス AI セ

ンター」を設置し、AI等の導入利活用を推進している。 

光学技術について、本県は、光学機械器具・レンズの代表的メーカーであるキヤ

ノン株式会社（宇都宮市）や株式会社栃木ニコン（大田原市）等、多くの企業が立

地するほか、宇都宮大学（宇都宮市）には、光学技術の教育研究拠点「宇都宮大学

オプティクス教育研究センター」が整備されており、産学官の連携した産業集積を

有している。 

環境・新素材技術については、電源・変電設備製造の株式会社東光高岳（小山市）

等が立地するほか、地元企業においてもプラスチックリサイクルの協栄産業株式

会社（小山市）等があり、環境・新素材に関する高い技術を有している。 

 

②栃木県の食品産業等の集積やいちごや二条大麦等の県産農産物等を活用した食品関

連産業分野 

本地域は、いちご収穫量24,400トンと55年間連続全国１位（令和４年産作物統計調

査）を始め、二条大麦、にら、トマト、生乳等についても全国有数の産地であり、農

業産出額2,718億円・全国９位（令和４年生産農業所得統計）というポテンシャルを

持つ。 
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また、地酒が全国鑑評会等で最高位の評価を得るなど良質で豊富な水資源や、大手

飲料・食品企業が多く立地する一方、地元企業がそれぞれの得意分野で活躍してお

り、製造品出荷額は「食料品」全国16位、「飲料・たばこ」全国２(令和４年経済構造

実態調査（食料品製造業)で、本県産業の１割強を占めている。 

食品産業については、我が国最大のマーケットである東京圏に近接している立地

環境により、サントリー株式会社（栃木市）、カゴメ株式会社（那須塩原市）、ハウス

食品株式会社（佐野市）など、大手食品メーカーが立地しているほか、地元企業でも

日本を代表する漬物メーカーである岩下食品株式会社（栃木市）やアイスクリームメ

ーカーのフタバ食品株式会社（宇都宮市）、食品原料メーカーの仙波糖化工業株式会

社（真岡市）が、また、食品生産機械の世界的メーカーであるレオン自動機株式会社

（宇都宮市）が存在し、豊かな農産物や水を活用した食品及びその関連産業の厚い集

積がある。 

＜令和４年経済構造実態調査（食料品製造業）＞ 

◆製造品出荷額等：6,648億円 

◆事業所数：418所 

◆従業者数：22,836人 

また、プラン、15戦略及び成長戦略において、「食」をテーマに、地域経済が成長、

発展し、活力あふれる「フードバレーとちぎ＊１」を目指すため、平成22年に「フード

バレーとちぎ推進協議会」を設立（設立時300会員→現在数1,060会員）、特色ある農

産物の生産、食品関連産業とサービス業との連携や農産物を活用した加工食品の開

発、農産物等の輸出拡大等を促進している。 

具体的には、(株)ユーユーワールドの「ご飯にかけるぎょうざ」等のとちぎならで

はのヒット商品の開発支援のほか、フードバレー会員の新商品開発・販路開拓を促進

してきており、更なる食品関連産業の発展を目指し、フードバレーとちぎの取組を重

点プロジェクト等として位置づけるとともに、成長戦略に次の成果指標を掲げ、計画

的かつ重点的に取り組むこととしている。 

 

＊１ 食品関連産業において、産学官金連携による商品・技術開発や販路開拓、企

業誘致、農業を始めとする関連産業の高付加価値化を図る本県の取組 

 

○成長戦略：食品製造業の製造品出荷額等  

R元年：6,583億円→R６年：6,918億円 

○フードバレーとちぎ推進事業費予算額 

令和４年度：176,073千円 令和５年度：115,663千円  

 

③栃木県内の宇都宮大学等の高等教育機関、地域ソフトウェアセンター等の知見や、

とちぎビジネスAIセンター等の機能を活用したデジタル化・DX推進関連分野 

本県では、プラン、15 戦略及び成長戦略において、未来技術を活用し、これまで

にない新たな製品・サービスを提供する次世代産業の創出・育成の促進及び、企業に

おける未来技術の導入・利活用の支援を、 計画的かつ重点的に取り組むこととして

いる。具体的な取組の一つとして、令和３年度に「とちぎビジネス AIセンター」を
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設置し、AI・IoT をはじめとしたデジタル技術の導入と活用による県内企業の生産性

の向上等を促進する体制を整え、経営者や担当者等向けの普及啓発セミナーの開催

や、企業訪問等による個別相談の実施、研修会等の開催による人材育成、ベンダーと

のマッチングによる導入支援等をし、企業のデジタル化や DX を促進している。 

また、地域ソフトウェアセンターである㈱システムソリューションセンターとち

ぎ、一般社団法人栃木県情報サービス産業協会（正会員数 39 社：R5.8.31 現在）、県

内 18 の高等教育機関で構成する大学コンソーシアムとちぎ等、IoT 等の地域展開を

支援する体制が整っている。プラン、15 戦略及び成長戦略において、重点プロジェク

ト等として位置づけており、成長戦略において、下記の成果指標を掲げ、計画的かつ

重点的に取り組むこととしている。 

 

○とちぎビジネスAIセンター運営事業費予算額 

令和３年度：49,878千円、令和４年度：52,190千円  

○とちぎ IT 産業振興事業費予算額  

令和３年度：4,171 千円、令和４年度：4,171 千円  

○成長戦略成果指標： 

AI 又は IoT を導入する事業所の割合 

R 元年度：2.9％→R７年：30.0％ 

情報通信業（「情報サービス業」及び「インターネット付随サービス業」）の売上高 

H30 年：832 億円→R６年：993 億円 

 

④栃木県香港事務所やジェトロ栃木貿易情報センターの知見を活用した海外販路開拓 

分野 

本県では、「世界から選ばれるとちぎ」を目標とするとちぎ国際戦略を令和３年に策 

定し、東アジアや東南アジア、米国を重点エリアとして、県産品・県産農産物等の本県

の強みを生かした施策を展開することとしている。その目標の実現のため、栃木県香港

駐在員事務所（平成２年設置）において、香港をはじめとする東アジアや高い経済成長

が期待される東南アジアなどにおける経済情報の収集・発信を行うとともに、現地にて

人脈を構築し活用することで県内企業の海外展開を支援している。 

また、ジェトロ栃木貿易情報センター（平成27年設置）が持つ専門知識、ノウハウ及

び海外ネットワーク等を活用し、県内企業の海外展開に係る各種相談に対応するとと

もに、国際見本市への出展支援、海外バイヤーとの商談会開催を通じて販路開拓・拡大

を支援するなど、県内企業の海外展開に係る支援体制が確立している。加えて、本県に

は、高い技術力を持つ優れた中小企業や国内で高い評価を得ている県産品・県産農産物

等が数多くあることから、ジェトロ共同事務所の形態で運営している栃木県香港事務

所やジェトロ栃木貿易情報センターとの連携を図りながら、海外セミナーの開催など

を通じて、海外展開に取り組もうとする県内企業の掘り起こしを図るなど、県内企業の

海外展開を積極的に支援している。とりわけ、海外セミナーについては、ジェトロ栃木

貿易情報センター設置前の平成26年度は７回の開催に対し令和４年度は15回開催する

など、県内企業の海外展開に対する機運の醸成に努めているところである。こうした取

組により、海外取引を行う県内企業の数は、平成26年度の111社から令和３年度は301社
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まで増加しているほか、海外進出企業も平成27年が80社、令和３年が88社と、着実に増

加している状況である。 

また、プラン、15戦略及び成長戦略において重点プロジェクト等として位置づけられ 

ており、成長戦略において、次の成果指標を掲げ、計画的かつ重点的に取り組むことと

している。 

○成長戦略 

海外取引（輸出又は輸入）を行う県内企業数  

H30年度：282社→R６年度：325社 

 

⑤東北縦貫自動車道や北関東自動車道等の交通・物流インフラを活用した物流関連分

野 

鉄道交通は、東北新幹線、JR東北本線が南北に貫き、宇都宮から東京まで片道約50分

で往来が可能である。そのほかに、東西方向のJR両毛線・JR水戸線、本地域と東京を結

ぶ東武鉄道各線、地域交通を支えるJR烏山線、JR日光線、真岡鐵道等が整備されている。 

また、上三川町にJR貨物の宇都宮貨物ターミナル駅、矢板市に矢板オフレールステー

ションがあり、鉄道コンテナによる輸送が可能である。道路交通は、南北方向に東北縦

貫自動車道及び国道４号が整備され宇都宮から東京まで約100㎞の距離にある。 

また、東西方向には、北関東自動車道及び国道50号が整備され、栃木県から群馬県、

茨城県の北関東を結んでいる。特に、北関東自動車道の全線開通によって、首都圏から

放射状に延びている東北縦貫自動車道、関越自動車道、常磐自動車道の３つの高速道路

が連結された。さらに、首都圏中央連絡自動車道の整備促進により、東京や東北地方の

みならず、北陸甲信越、中部地方及び関西地方へのアクセスも飛躍的に向上した。これ

ら東北縦貫自動車道等の交通・物流インフラを活用し、物流関係企業等の立地や定着促

進を図ると共に、国際物流を含めた物流の高度化・効率化を促進する。 

また、プラン、15戦略及び成長戦略にそれぞれ重点プロジェクト等として位置づけら

れており、次の成果指標を掲げ、計画的かつ重点的に取り組むこととしている。 

○プラン等  

企業立地件数 H26-30 年度累計：185 件 → R３-７年度累計：190 件 

 

⑥栃木県内の日光国立公園、世界遺産・日光の社寺、観光農園や農業体験、益子焼等の 

地場産業等の県内各地域に有する観光資源を活用した観光分野 

本県は、日光国立公園や那須高原に代表される美しい自然、世界遺産「日光の社寺」 

や日本最古の学校である国指定史跡「足利学校」など数々の歴史・文化遺産、鬼怒川温

泉をはじめとする豊富な温泉、55年連続収穫量日本一を誇るとちぎのいちごを活かし

た観光農園や農業体験、宇都宮餃子などの多彩な食、益子焼やユネスコ無形文化遺産に

登録された結城紬などの伝統工芸品等、多くの観光資源を有している。これまで、“観

光立県とちぎ”を目指し、「本物の出会い栃木」デスティネーションキャンペーンの展

開や、インバウンド誘客施策などに積極的に取り組んできたが、新型コロナウイルス感

染症の影響により、観光関連産業全体は大きな打撃を受け、大変厳しい状況に置かれる

こととなった。こうした状況を踏まえ、早期の観光需要の回復、「新しい生活様式」に

対応した受入態勢の整備を含めた更なる観光振興を図るため、令和３（2021）年３月に
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「新とちぎ観光立県戦略（以下「新観光立県戦略」という。）」（計画期間：令和３年度

から令和７年度）を策定し、①選ばれる観光地づくりの推進、②観光客受入態勢の整備、

③国内観光客の誘客強化、④外国人観光客の誘客強化を４つの柱とし、各種施策を展開

しているところである。 

本施策については、プラン、15戦略、成長戦略及び観光立県戦略にそれぞれ重点プロ

ジェクト等として位置づけられており、次の成果指標を掲げ、計画的かつ重点的に取り

組んでいる。 

○成長戦略  

観光客宿泊数 R元年：826万人  → R７年：863万人  

外国人宿泊数 R元年：24.7万人   → R７年：27.4万人 

観光消費額  R元年：7,054億円 → R７年：7,087億円 

 

⑦栃木県の工作機械・産業用ロボット、半導体、航空機部品、蓄電池等に関連する産業 

の集積を活用した特定重要物資関連分野 

産業と安全保障の両面で重要な物資、技術等に対し支援策を講じる国の施策を踏ま 

え、本県では、県内の特定重要物資に関連する企業の実態調査を進めており、当該調査

の中では、本県では工作機械・産業用ロボット、半導体、航空機部品、蓄電池について

取扱う企業の一定の集積があることから、今後調査結果の分析を進め、企業の具体的課

題の把握と整理、国内外の動向や施策事例調査等も実施しながら、関連企業の集積を図

る取組等を推進することで、本県産業の発展につなげていく。 

（３）地域経済の成長と発展に特に資するものとして指定する業種 

①輸送用機械器具製造業 

  ②業務用機械器具製造業 

  ③情報サービス業 

（４）指定の理由 

  ①輸送用機械器具製造業 

栃木県内において、輸送用機械器具製造業の付加価値額が県内の総付加価値額に占め

る割合は 5.3％と全国平均の 2.2％を１％以上上回っており、就業者数の直近５年間にお

ける伸び率は 15.1％と 10％を上回っている。 

また、栃木県では、「新とちぎ産業成長戦略」において、輸送用機械器具製造業に包含

される自動車産業及び航空宇宙産業を、「戦略３産業」のうち２つに位置付け、成果指標

を設定して重点的に支援することとしている。 

 【成果指標】 

  戦略３産業の製造品出荷額等 

  13,802 億円（令和３年）→19,915 億円（令和６年） 

②業務用機械器具製造業 

栃木県内において、業務用機械器具製造業の付加価値額が県内の総付加価値額に占め

る割合は 1.8％と、全国平均の 0.5％を１％以上上回っており、給与総額の直近５年間に

おける伸び率は 29.8％と、10％を上回っている。 

また、栃木県では、「新とちぎ産業成長戦略」において、業務用機械器具製造業に包含

される医療福祉機器産業を、「戦略３産業」のうち１つに位置付け、成果指標を設定して

重点的に支援することとしている。 
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 【成果指標】 

  戦略３産業の製造品出荷額等 

  13,802 億円（令和３年）→19,915 億円（令和６年） 

  ③情報サービス業 

栃木県内において、情報サービス業の付加価値額の直近５年間における伸び率は

57.1％と全国平均の 38.2％を５％以上上回っており、給与総額の直近５年間における伸

び率は 32.0％と、10％を上回っている。 

また、栃木県では、「新とちぎ産業成長戦略」において、情報通信業（「情報サービス業」

及び「インターネット付随サービス業」）について、成果指標を設定し重点的に支援する

こととしている。 

【成果指標】 

  情報通信業（「情報サービス業」及び「インターネット付随サービス業」の売上高） 

  832 億円（平成 30年）→993 億円（令和６年） 
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６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

   地域の特性を活かしながら、成長戦略と一体となって成長ものづくり分野等を支援

していくためには、地域の事業者のニーズをしっかりと把握し、適切な事業環境の整

備を行っていく必要がある。事業者のニーズを踏まえた各種事業環境の整備に当たっ

ては、国の各支援策も併せて活用し、積極的な対応で事業コストの低減や本地域にし

かない強みを創出することはもとより、既存の強みの磨き上げに努めることが必要で

ある。 

 

（２）制度の整備に関する事項 

 ①地方創生関係施策 

   これまでも、次に掲げるとおり、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出 

その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地方創生関連施策を 

活用してきており、今後もデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、本計画に係る 

地域経済牽引事業を促進し、地域全体の経済の底上げ、好循環を図ってまいる。 

   ア 本計画と関連する本県の主な地域再生計画 

・ものづくり企業の試作開発・生産工程変革支援拠点強化計画（令和３年度から令

和８年度） 

  栃木県産業技術センターの機能を強化し、県内中小企業におけるAI・IoT・ ロ

ボット等の未来技術を活用した試作・製造プロセスの変革を加速させ、 高い競

争力を持った企業群の創出、本県産業の更なる成長・発展及び雇用 の安定を実 

現していく 

 

・スマートマルチマテリアル化支援拠点強化計画（令和３年度から令和８年度） 

栃木県産業技術センターにデジタル技術を活用しながらマルチマテリアル化

技術による軽量・高強度部品等の開発を行うための拠点を整備することで、県内

ものづくり企業における新技術・新製品開発の取組や人材育成、ノウハウ等の蓄

積を支援し、とちぎビジネスAIセンターとの相乗効果も狙いながら、県内企業の

競争力強化と地方のデジタル実装の推進を図り、本県ものづくり産業の更なる

振興と安定した雇用の維持・創出を目的とするもの。 

 

・デジタルマーケティングを活用した｢栃木ファン｣拡大・強化による販路開拓計画

（令和３年度から令和６年度） 

デジタルマーケティングを活用した「栃木ファン」拡大に向けた体制を整備す

る。また、データ分析等に基づく商品開発及びブランド力向上・競争力強化に取

り組むとともに、ポストコロナ時代に対応した海外販路開拓戦略を推進する。 

 

・経済と環境の好循環実現計画（令和３年度から令和６年度） 

カーボンニュートラルに向けた推進体制整備・機運醸成を図るとともに、産業

分野における技術開発支援及び新産業の創出・育成を行うもの。 
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・レジリエンスマネジメントによる県内産業強化計画（令和３年度から令和６年度） 

デジタル人材の確保育成に向けた体制整備を行うとともに、サービス産業のデ

ジタル化による底上げや、ものづくり産業における DX 推進による企業の自己変

革力強化を図る。 

 

②設備投資促進制度等の充実等 

   活発な設備投資が実施されるよう、「栃木県企業立地・集積促進補助金」等の補助

金、「県制度融資」等の融資制度、「県税の不均一課税」等の税の減免等の優遇制度の

充実等を検討する。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

  ①栃木県産業技術センターが有する研究成果、技術情報の情報提供 

    地域企業の技術力の向上のために、栃木県産業技術センターが保有している情報

であって資料として開示している情報について、インターネット公開を進めていく。 

  

②公共データの民間公開 

本県では、民間との協働推進や県政の透明性の向上に資するため、県が保有する

公共データをオープンデータとして公開するインターネットサイト「オープンデー

タ・ベリーとちぎ」を開設するとともに、市町に対してもオープンデータの公開を支

援し、民間等による活用を促進している。 

   今後も県及び市町において、地域経済牽引事業の促進に資するようオープンデー

タ等による公共データのインターネット公開を進めていく。 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

 栃木県産業労働観光部産業政策課内、各市町担当課内に事業者の抱える課題解決の

ための相談窓口を設置する。 

   また、事業環境整備の提案を受けた場合の対応については、必要に応じて知事や市

町長にも相談した上で対応することとする。 

 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①栃木県産業技術センターの機能強化を図るため、ハード・ソフト両面での支援機

能の拡充について検討する。 

②広域的地域活性化基盤整備計画との連携 

栃木県と隣接県が共同で観光振興及び地域活性化・周遊観光ネットワークの整備

強化を図る。 

③事業承継への支援 

  栃木県事業承継・引継ぎ支援センターや商工会・商工会議所等の商工団体、また金融

機関等と連携しながら、円滑な事業の引継ぎができるよう支援していく。 

  ④スタートアップへの支援 

   ビジネスアイデアが固まっていない創業希望者に対する事業化に向けた相談か

ら、創業後のサービス等の改善に向けた助言など、専門家による伴走支援等により、
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スタートアップ企業の創出・育成に取り組む。 

  ⑤サービス産業に対する支援 

   コロナ禍やDX等、社会経済情勢の変化に対し、生産性の向上や高付加価値化に向

け自らを改善し続ける企業の育成に取り組む。 

  ⑥地域における重要産業のサプライチェーンの構築・強靭化の支援 

   工作機械・産業用ロボット、半導体、航空機部品、蓄電池等の特定重要物資を取扱

う企業が県内に一定数集積している状況を踏まえ、補助金等による関連企業の更な

る誘致・集積や、技術開発等の支援策を検討する。 

  ⑦人材確保・育成に向けた支援 

   産業技術専門校において、ものづくり分野の基礎技能の習得に加え、先進技術や

IT・IoT等のデジタル技術に対応した人材を育成する。 

   また、とちぎ職業人材カレッジ（愛称：とちぎジョブカレ！）の運営を通じ、県内

外の若者等がとちぎで優れた技術・技能を身につけ、自らが望む仕事に就き、活躍で

きるよう、専門学校等の人材育成機関への進学から就職までを一貫して支援する。

さらに、産業界と協力して設置した「とちぎ未来人材応援基金」を活用し、県内対象

業種の企業に就職を希望する大学生等の奨学金返還を支援することにより、UIJター

ンを促進し、県産業界を担う人材確保を推進していく。 

  ⑧産業用地の確保に向けた支援 

   令和７年までに200ヘクタールを目標とした産業団地整備を推進するとともに、地

域未来投資促進法の土地利用調整制度を活用し、県内市町と連携の上、事業者のニ

ーズを踏まえた産業用地確保に取り組む。 

⑨GXの促進支援 

   中小企業の製造工程脱炭素化の取組に対する支援や、脱炭素化に係る技術の育成

支援、脱炭素関連技術・製品の活用促進、販路拡大、自動車産業の電動化等対応支援

に取り組む。 

  ⑩DXの促進支援 

   生産性向上や新たなサービス創出に向け、各企業が保有するデータやオープンデ

ータ等、多様なデータの活用や分析を可能とする「データプラットフォームの構築」

を目指す。 

   また、ものづくり産業においては、AI・IoT・ロボットといった未来技術を活用し、

県内企業のスマートファクトリー化に向けて、普及啓発から導入までを段階的に支

援していく。 
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（６）実施スケジュール 

取組事項 令和６年度 令和７年度～令和９

年度 

令和10年度 

（最終年度） 

【制度の整備】 

①地方創生関係施策 検討・運用 運用 運用 

②設備投資促進制度

等の充実等 

検討・運用 検討・運用 運用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①栃木県産業技術セ

ンターが有する研

究成果、技術情報の

情報提供 

運用 運用 運用 

②公共データの民間

公開 

運用 運用 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①栃木県 運用 運用 運用 

②市町 運用 運用 運用 

【その他】 

①栃木県産業技術セ

ンターの機能強化 

運用 運用 運用 

②広域的地域活性化

基盤整備計画との

連携 

運用 運用 運用 

③事業承継への支援 運用 運用 運用 

④スタートアップへ

の支援 

検討・運用 運用 運用 

⑤サービス産業に対

する支援 

運用 運用 運用 

⑥地域における重要

産業のサプライチ

ェーンの構築・強靭

化の支援 

検討・運用 検討・運用 運用 

⑦人材確保・育成に向

けた支援 

運用 運用 運用 

⑧産業用地の確保に

向けた支援 

検討・運用 運用 運用 

⑨GXの促進支援 運用 運用 運用 

⑩DXの促進支援 運用 運用 運用 
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７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

   地域一体となった地域経済牽引事業の推進に当たっては、栃木県産業技術センター、

（公財）栃木県産業振興センター、県が設置・運営するとちぎ産業振興協議会（戦略３

産業）、とちぎ未来技術フォーラム、とちぎ地域企業応援ネットワーク等の既存の産学

官金等のネットワーク組織はもとより、（公財）栃木県産業振興センターが設置・運営

する本県中小企業の総合的な支援体制「とちぎ産業振興ネットワーク」等、地域に存在

する支援機関がそれぞれの能力を十分に発揮するだけでなく、相互に補完・連携しな

がら、支援の効果を最大限発揮する必要がある。 

    

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

①栃木県産業技術センター 

本地域のものづくり企業支援や地場産業振興の拠点であり、本所と４つの技術支援 

センター（繊維、県南、紬織物、窯業）で構成されている。研究開発、施設・機器の開

放、依頼試験、技術相談、人材育成、後継者育成などの各種支援業務を展開し、県内中

小企業等の新技術・新製品開発や技術高度化の支援、地場産業の振興において不可欠

な役割を果たしている。 

②（公財）栃木県産業振興センター 

産業界、学術研究機関、金融機関及び行政機関との連携のもと、多様な産業資源を活

用し、高度技術の開発及び利用の促進、創業や新分野展開など新事業の創出促進、中小

企業の経営革新等に関する諸事業を総合的に推進しており、地域企業の経営基盤の強

化、技術高度化、新たな事業活動の取組に係る総合的な支援において重要な役割を担

っている。 

③とちぎ産業振興協議会（戦略３産業） 

優れた技術や産業集積を強みとする「戦略３産業」（自動車産業、航空宇宙産業、医

療福祉機器産業）毎に設立した会員組織であり、協議会事業を通じて、ネットワークを

構築するほか、人材育成・確保、研究開発、販路開拓などの支援を行い、本県産業の振

興おいて重要な基盤となっている。 

④とちぎ未来技術フォーラム 

ものづくり企業の成長を加速させる「未来３技術」（AI・IoT・ロボット、光学、環境・

新素材）の新技術・新製品の開発や戦略３産業等への活用促進に向け、県内企業や大

学、産業支援機関などの関係団体による会員組織であり、フォーラム事業を通じて、ネ

ットワークを構築するほか、人材育成・確保、研究開発、販路開拓などの支援を行い、

本県産業の更なる振興において重要な基盤となっている。 

⑤とちぎ地域企業応援ネットワーク 

県、市町、商工団体、金融機関及び士業団体その他支援機関等、中小企業・小規模企

業を支援する関係者が連携して支援策を検討・実施する態勢を整えるためのネットワ

ーク組織を構築しており、企業の創業・成長・事業承継等、それぞれの段階における課

題に即応した切れ目のない支援を、オール栃木体制で推進している。地域金融機関等

の地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法については、関係支援

機関の理解醸成を図りながら、今後、関係者間で調整・検討していく。 
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８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

栃木県は、清らかな水と美しい緑に満ちあふれ、雄大な山並みと広く豊かな大地に

恵まれている。この健全で恵み豊かな環境を保全し、創造し、将来の世代に引き継いで

いくため、平成８年に栃木県環境基本条例を制定し、本条例に基づき人と自然とが共

生し、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会の構築に向け、日常

生活や事業活動のすべてにおいて、環境の保全に資する行動を実践することが求めら

れている。 

また、「栃木県環境基本計画」においては、日常の事業活動に伴う環境負荷の低減を

図るとともに、創意工夫によって原料調達・生産・流通・販売・廃棄等サプライチェー

ン全体での環境負荷を低減した製品やサービスを提供することで、地域全体の環境負

荷低減に大きな役割を果たすこと等が期待されている。 

事業者は、こうした条例や計画の趣旨を十分に理解し、その事業活動を行うに当た

っては、これに伴って生ずる生活環境及び自然環境の適正な保全はもとより、廃棄物

の適正処理、３Ｒの推進、環境負荷の低いエネルギーへの転換など脱炭素化の推進、さ

らには電力の自立化などレジリエンスの強化が期待されている。 

また、事業者は環境に配慮した社会経済システムへの転換を図る上で重要な役割を

担っており、従業員を対象とした環境学習の推進、地域社会の一員として積極的な環

境保全活動への参加、学校や地域の環境学習への支援等を行う。 

県は、県民や事業者の環境保全への取組を支援する。また、事業者に対して、環境保

全協定を締結するなど、住民の理解を得る取り組みを行うよう指導を行う。 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区、自然

公園法に規定する国立公園、自然環境保全法に規定する県自然環境保全地域、栃木県

立自然公園条例に規定する県立自然公園、環境省が自然環境保全基礎調査で選定した

特定植物群落、生物多様性の観点から重要度の高い湿地などの区域、国内希少野生動

植物の生息地（繁殖・越冬・渡り環境）・生息域及びこれらの区域に近接している区域

での事業実施に当たっては、これら多様な野生動植物の生息・生育に十分配慮し、希少

な野生動植物種が確認された場合には、自然環境部局と十分調整を図りつつ、専門家

の意見を聴くなどして、生息等への影響がないよう十分に配慮して行う。 

本計画の実施に当たり、これらの取り組みを実践し、国が定める各種環境法令を遵

守するとともに、事業活動に伴い生じ得る環境保全上の問題に配慮しつつ、地域社会

との調和を図る。 

なお、本計画は公園計画との整合を図ったうえで策定したものであり、また、地域経

済牽引事業計画を承認する際には地方環境事務所と調整を図ることとする。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

栃木県においては、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現のため、平成17

年３月に「栃木県安全で安心なまちづくり推進条例」を制定し、県、県民及び事業者が

それぞれ適切な役割分担の下に、相互に連携を図りながら協力することにより、安全

で安心なまちづくりを推進してきている。この結果、刑法犯の認知件数は平成15年を

ピークに令和４年まで19年連続で減少し戦後最少を更新したほか、平成13年に17.4％
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の検挙率も、令和４年には42.4％にまで上昇している。 

産業の集積促進及び事業活動の展開に当たっては、「栃木県安全で安心なまちづくり

推進指針」に基づき、安全で安心なまちづくりに配慮することが重要である。 

このため事業者は、安全で安心なまちづくりに関する理解を深め、その所有し、又は

管理する施設及び事業活動に関し、安全の確保に自ら努めるとともに、安全で安心な

まちづくりの推進に関し、県が実施する施策に協力するように努める。 

 

（３）その他 

  ①PDCA体制の整備等 

本計画は、プラン、15戦略及び成長戦略を踏まえ策定していることから、プラン及 

  び15戦略に係るPDCAサイクルを用いたマネジメントをとおして行うこととする。 

   ア プランに基づいたマネジメント・評価方法（毎年実施） 

    ・知事主宰の政策経営会議による、①現状評価及び課題抽出、②取組の実施方針 

の決定、③予算等への反映確認 

・プロジェクト毎に掲げる成果指標の進捗状況による評価 

    ・県議会常任員会（県政経営委員会）への現状評価等の報告 

   イ 15戦略に基づいたマネジメント・評価方法（毎年実施） 

    ・プランの評価方法に加え、外部有識者等（15名：産官学金労言）で構成する15 

戦略評価会議による①現状評価等に対する意見の聴取、及び②課題解決に向けた 

意見の聴取（いずれも公開） 
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９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

（１）総論 

（農地及び市街化調整区域の範囲） 

【重点促進区域１（佐野市）】 

重点促進区域１の区域内においては、次のとおり農地及び市街化調整区域が存在してい

るため、物流産業や製造業等に関連した地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調

整計画を策定する必要がある。 

 

別表１のとおり 

 

【重点促進区域２（足利市）】 

重点促進区域２の区域内においては、次のとおり農地及び市街化調整区域が存在してい

るため、物流産業や製造業等に関連した地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調

整計画を策定する必要がある。 

 

別表２のとおり 

 

【重点促進区域３（佐野市）】 

重点促進区域３の区域内においては、次のとおり農地及び市街化調整区域が存在してい

るため、物流産業や製造業等に関連した地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調

整計画を策定する必要がある。 

 

別表３のとおり 

 

【重点促進区域４（栃木市）】 

重点促進区域４の区域内においては、次のとおり農地及び市街化調整区域が存在してい

るため、物流産業や製造業等に関連した地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調

整計画を策定する必要がある。 

 

別表４のとおり 

 

【重点促進区域５（栃木市）】 

重点促進区域５の区域内においては、次のとおり農地及び市街化調整区域が存在してい

るため、物流産業や製造業等に関連した地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調

整計画を策定する必要がある。 

 

別表５のとおり 

 

【重点促進区域６（栃木市）】 

重点促進区域６の区域内においては、次のとおり農地及び市街化調整区域が存在してい
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るため、物流産業や製造業等に関連した地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調

整計画を策定する必要がある。 

 

別表６のとおり 

 

【重点促進区域７（市貝町）】 

 重点促進区域７の区域内においては、次のとおり農地が存在しているため、物流産業や製

造業等に関連した地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調整計画を策定する必要

がある。 

 

別表７のとおり 

 

【重点促進区域８（下野市）】 

 重点促進区域８の区域内においては、農地及び市街化調整区域が存在しており、今後、

土地利用の調整を行う必要が生じた際には、本事項を変更し、土地利用の調整に関する基

本的な事項を定めるものとする。 

 

【重点促進区域９（矢板市）】 

 重点促進区域９の区域内においては、次のとおり農地が存在しているため、成長産業であ

るデータセンターや物流産業、製造業等に関連した地域経済牽引事業を実施する場合は、土

地利用調整計画を策定する必要がある。 

 

別表８のとおり 

 

【重点促進区域 10（宇都宮市）】 

（農地及び市街化調整区域の範囲） 

重点促進区域 10の区域内においては、次のとおり農地及び市街化調整区域が存在してい

るため、コンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化した施設等を整備

する地域経済牽引事業を実施する場合は、土地利用調整計画を策定する必要がある。 

 

別表９のとおり 

 

（地区内における公共施設整備状況） 

【重点促進区域１（佐野市）】 

本区域については、地区南側には国道50号、北側には県道佐野環状線、東側は市道１級

１号線が隣接する地区となり、良好なアクセス性を有している。 

また、道路、電気、水道等のインフラが整備されており、区域内に下水道処理場が含ま

れており、下水道の使用も可能となる。 

 

【重点促進区域２（足利市）】 

 本区域については、現状水道管は埋設されていないため、新規に水道管の埋設工事が必
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要となるが、区域東側の市道南大町荒金通り内の水道管及び国道50号北側の集落にある水

道管より分岐工事が可能である。電気については、東京電力パワーグリッド㈱の山辺変電

所が約1.3kmの地点にあり、変電設備の容量にはまだ余裕があるが、立地企業の供給状況に

より協議を要する。なお、下水道処理区域外であるが、浄化槽等により対応は可能である。 

 

【重点促進区域３（佐野市）】 

本区域については、区域の中央を国道50号が東西に横断しており、良好なアクセス性を

有している。 

また、道路、電気、水道等のインフラが整備されており、区域内の一部には下水道も整

備されているが、大部分が下水道処理区域外であるため浄化槽等により対応を行う。 

 

【重点促進区域４（栃木市）】 

本区域については、佐野藤岡インターチェンジに隣接し、地区の北辺が国道50号に接し

ている地区であり、良好なアクセス性を有している。 

また、道路、電気、水道等のインフラは整備されている。なお、下水道処理区域外であ

るが、浄化槽等により対応は可能である。 

 

【重点促進区域５（栃木市）】 

本区域については、佐野藤岡インターチェンジに近接し、地区内は国道50号沿いにあり、

南北に主要地方道栃木藤岡線が隣接した良好なアクセス性を有している。 

また、道路、電気、水道等のインフラは整備されている。なお、下水道処理区域外であ

るが、浄化槽等により対応は可能である。 

 

【重点促進区域６（栃木市）】 

本区域については、佐野藤岡インターチェンジに近接し、地区内は国道50号沿いにあり、

良好なアクセス性を有している。 

また、道路、電気、水道等のインフラは整備されている。なお、下水道処理区域外であ

るが、浄化槽等により対応は可能である。 

 

【重点促進区域７（市貝町）】 

 本区域については、東側を通る県道に沿って水道が埋設されているが、工業用水は地下水

の利用を考えている。電気については、市塙変電所が 1.6 ㎞の地点にあるが、立地企業の供

給状況により協議を要する。なお、下水道処理区域外であるが、浄化槽等により対応は可能

である。 

 

【重点促進区域９（矢板市）】 

 本区域については、現状水道管は埋設されていないため、新規に水道管の埋設工事が必要

となるが、地区内の排水は地区内の道路に埋設予定の排水管を通り調整池に一時貯留し、市

道安沢６号線付近の農業用排水路を経由して、地区の西方を流れる一級河川内川に放流す

る工事が可能である。電力及び通信については、データセンターの立地を想定し、特別高圧

電力及び通信ケーブルを共同溝（もしくは架空線）により整備することが可能である。 
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【重点促進区域 10（宇都宮市）】 

 本区域は、東北新幹線の停車駅である JR宇都宮駅から約 13km に位置しており、東北自動

車道上河内スマートインターチェンジから約５km、西側には県道 63 号線が近接しているな

ど、アクセス性の良い区域である。 

また、道路、電気、水道等のインフラは整備されている。なお、下水道処理区域外である

が、浄化槽等により対応は可能である。 

 

（地区内の遊休地等の状況等） 

【重点促進区域１（佐野市）】 

佐野市においては、遊休地等は存在していない。 

 

【重点促進区域２（足利市）】 

足利市においては、遊休地等は存在していない。 

 

【重点促進区域３（佐野市）】 

佐野市においては、遊休地等は存在していない。 

 

【重点促進区域４（栃木市）】 

栃木市においては、一定規模以上の遊休地等は存在していない。 

 

【重点促進区域５（栃木市）】 

栃木市においては、一定規模以上の遊休地等は存在していない。 

 

【重点促進区域６（栃木市）】 

栃木市においては、一定規模以上の遊休地等は存在していない。 

 

【重点促進区域７（市貝町）】 

 市貝町においては、遊休地等は存在していない。 

 

【重点促進区域９（矢板市）】 

 矢板市においては、遊休地等は存在していない。 

 

【重点促進区域 10（宇都宮市）】 

宇都宮市においては、コンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化し

た施設等の立地が可能な未売却の既存工業団地や、現に宅地化された未利用地などの遊休

地等は存在していない。 

 

（他計画との調和等） 

【重点促進区域１（佐野市）】 

 重点促進区域として設定された区域については、国土利用計画佐野市計画において、工

業用地については、北関東自動車道沿線、国道50号沿線等を活用して、工業、農業、観光
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など産業振興に必要な土地を確保し、周辺地域との調和を図りながら、適正な土地利用を

推進するとされ、佐野市都市計画マスタープランにおいて、土地利用の転換、調整を図る

エリアとされている。 

 また、佐野農業振興地域整備計画書において、佐野市における農業の兼業率は高く、と

りわけ第２種兼業農家が大半を占め、農家所得のうち農外所得に依存する傾向が高くなっ

ている。 

また、農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策の中で、農業の経済的基盤の

強化と生活環境の整備を推進することにより、魅力ある農村社会を形成し、若年層の農業

就業を促進するとともに、企業誘致や地場産業の振興を推進し、地元における農業従事者

の安定的な就業機会の確保を図るとされている。 

佐野市産業振興基本計画において、国道50号などの交通優位性を活かし、地域活力の更

なる向上を図るため、「土地利用転換検討エリア」内において周辺環境に配慮した土地利用

の見直しによる、新たな産業用地創出に向けた開発候補地の検討を進めるとされており、  

また、民間活力の導入も視野に入れ、民間ノウハウを活用した整備方法についても検討を

進めるとされている。 

 また、高速交通網の利便性や「佐野インランドポート」を有する強みを活用した総合物

流拠点としての企業誘致に並行し、豊富な水資源、農地や森林、農林産物を活かせる「食

品・環境・エネルギー」関連の新たな事業者の誘致や、栃木県の「戦略３産業」（自動車産

業、航空宇宙産業、医療福祉機器産業）及び「未来３技術」（AI・IoT・ロボット技術、光

学技術、環境・新素材技術）の誘致等も視野に、企業誘致に取り組むとされている。 

 本重点促進区域については、工業系用途への土地利用の転換を図り、地域経済牽引事業

の用に供されるものであることから、これらの方針と調和したものである。 

 

【重点促進区域２（足利市）】 

重点促進区域として設定された区域については、足利市都市計画マスタープランでは、

山辺・矢場川・御厨地区におけるまちづくり方針・プロジェクトとして、国道 50 号沿線な

どにおいて、産業振興を目的とした土地利用の転換を検討するとしている。 

また、土地利用の方針として、①都市的土地利用ゾーンでは土地利用の転換を図るべく、

国道 50 号沿線などにおいて、新たな産業系用地の検討を進めるとしている。 

また、足利農業振興地域整備計画書では、農用地利用計画において、土地利用の構想の

中では、南部は、東武鉄道や国道 50号等の高い交通利便性及び両毛広域都市圏の中心とい

う地理的優位性を背景にして、非農業的土地利用の需要が高い地域で、平成 27 年度には

「あがた駅南産業団地」が市街化区域に編入され、さらに既存産業団地の周辺、広域交通

道路、主要幹線道路、補助幹線道路沿線等で新たな産業系用地の検討や休憩・情報発信・

地域連携・防災機能を有する多機能型駐車施設の整備に向けた取組も進められるととも

に、今後は商業施設等の進出も期待されるとしている。この新たな産業振興拠点及び地域

複合拠点の形成による雇用・就業機会の創出は、人口減少に歯止めをかけ経済の活性化に

も寄与すると考える。 

本重点促進区域については、工業系用途への土地利用の転換を図り、地域経済牽引事業 

の用に供されるものであることから、これらの方針と調和したものである。 

 



 
54 

【重点促進区域３（佐野市）】 

 重点促進区域として設定された区域については、国土利用計画佐野市計画において、工

業用地については、北関東自動車道沿線、国道50号沿線等を活用して、工業、農業、観光

など産業振興に必要な土地を確保し、周辺地域との調和を図りながら、適正な土地利用を

推進するとされ、佐野市都市計画マスタープランにおいて、土地利用の転換、調整を図る

エリア等とされている。 

 また、佐野農業振興地域整備計画書において、佐野市における農業の兼業率は高く、と

りわけ第２種兼業農家が大半を占め、農家所得のうち農外所得に依存する傾向が高くなっ

ている。また、農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策の中で、農業の経済的

基盤の強化と生活環境の整備を推進することにより、魅力ある農村社会を形成し、若年層

の農業就業を促進するとともに、企業誘致や地場産業の振興を推進し、地元における農業

従事者の安定的な就業機会の確保を図るとされている。 

佐野市産業振興基本計画において、国道50号などの交通優位性を活かし、地域活力の更

なる向上を図るため、「土地利用転換検討エリア」内において周辺環境に配慮した土地利用

の見直しによる、新たな産業用地創出に向けた開発候補地の検討を進めるとされており、

また、民間活力の導入も視野に入れ、民間ノウハウを活用した整備方法についても検討を

進めるとされている。 

 また、高速交通網の利便性や「佐野インランドポート」を有する強みを活用した総合物

流拠点としての企業誘致に並行し、豊富な水資源、農地や森林、農林産物を活かせる「食

品・環境・エネルギー」関連の新たな事業者の誘致や、栃木県の「戦略３産業」（自動車産

業、航空宇宙産業、医療福祉機器産業）及び「未来３技術」（AI・IoT・ロボット技術、光

学技術、環境・新素材技術）の誘致等も視野に、企業誘致に取り組むとされている。 

 本重点促進区域については、工業系用途への土地利用の転換を図り、地域経済牽引事業

の用に供されるものであることから、これらの方針と調和したものである。 

 

【重点促進区域４（栃木市）】 

重点促進区域として設定された区域については、栃木市都市計画マスタープランの藤岡

地域の部門別地域整備方針において、佐野藤岡インターチェンジ及び国道 50 号沿線等に

おける産業系の土地利用は既存の法規制を踏まえながら、周辺の自然環境・住環境と調和

した計画的な土地利用の誘導を図るとしている。 

また、栃木農業振興地域整備計画書では、地域住民及び農業従事者の就業機会の拡充を

目的として、高速道路インターチェンジを核とする佐野藤岡インターチェンジ周辺の利便

性を活かし、地域経済の活性化や雇用の創出のために産業集積ゾーンに位置付け、産業・物

流拠点としての基盤整備を進めるとしている。今後は、周辺の住環境や自然環境と調和し

た産業基盤の整備を図り企業立地を推進していく。この新たな産業振興拠点及び地域複合

拠点の形成による雇用・就業機会の創出は、人口減少に歯止めをかけ経済の活性化にも寄

与すると考える。 

本重点促進区域については、工業系用途への土地利用の転換を図り、地域経済牽引事業 

の用に供されるものであることから、これらの方針と調和したものである。 
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【重点促進区域５（栃木市）】 

重点促進区域として設定された区域については、栃木市都市計画マスタープランの岩舟

地域の部門別地域整備方針において、国道 50 号等の幹線道路沿道で周辺環境や景観に配

慮しながら地域の活力づくりや、働く場の確保などのため、産業系施設を中心とした計画

的な土地利用の誘導を図るとしている。 

また、栃木農業振興地域整備計画書では、地域住民及び農業従事者の就業機会の拡充を

目的として、高速道路インターチェンジを核とする佐野藤岡インターチェンジ周辺の利便

性を活かし、地域経済の活性化や雇用の創出のために産業集積ゾーンに位置付け、産業・物

流拠点としての基盤整備を進めるとしている。今後は、周辺の住環境や自然環境と調和し

た産業基盤の整備を図り企業立地を推進していく。この新たな産業振興拠点及び地域複合

拠点の形成による雇用・就業機会の創出は、人口減少に歯止めをかけ経済の活性化にも寄

与すると考える。 

本重点促進区域については、工業系用途への土地利用の転換を図り、地域経済牽引事業 

の用に供されるものであることから、これらの方針と調和したものである。 

 

【重点促進区域６（栃木市）】 

重点促進区域として設定された区域については、栃木市都市計画マスタープランの岩舟

地域の部門別地域整備方針において、国道 50 号等の幹線道路沿道で周辺環境や景観に配

慮しながら地域の活力づくりや、働く場の確保などのため、産業系施設を中心とした計画

的な土地利用の誘導を図るとしている。 

また、栃木農業振興地域整備計画書では、地域住民及び農業従事者の就業機会の拡充を

目的として、高速道路インターチェンジを核とする佐野藤岡インターチェンジ周辺の利便

性を活かし、地域経済の活性化や雇用の創出のために産業集積ゾーンに位置付け、産業・物

流拠点としての基盤整備を進めるとしている。今後は、周辺の住環境や自然環境と調和し

た産業基盤の整備を図り企業立地を推進していく。この新たな産業振興拠点及び地域複合

拠点の形成による雇用・就業機会の創出は、人口減少に歯止めをかけ経済の活性化にも寄

与すると考える。 

本重点促進区域については、工業系用途への土地利用の転換を図り、地域経済牽引事業 

の用に供されるものであることから、これらの方針と調和したものである。 

 

【重点促進区域７（市貝町）】 

 重点促進区域として設置された区域については、第６次市貝町振興計画（後期基本計画）

において、主要地方道宇都宮茂木線芳賀・市貝バイパスを軸に、コンパクトシティ化および

ネットワークの形成を図るとされ、市貝町都市計画マスタープランにおいて、周辺環境に配

慮しながら、産業や研究開発機能の集積を図るエリアとされている。 

 また、市貝農業振興地域整備計画書において、今後の土地利用にあたっては、農業振興地

域の整備に関する法律に基づき「第６次市貝町振興計画」の施策土地利用基本構想の展開や

各種計画に配慮しつつ、快適で安全な町民生活の確保と活力ある農業農村振興を図るとさ

れている。 

 本重点促進区域については、工業系用途への土地利用の転換を図り、地域経済牽引事業に

供されるものであることから、これらの方針と調和したものである。 
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【重点促進区域９（矢板市）】 

重点促進区域として設定された区域については、やいた創生未来プランにおいて、矢板イ

ンターチェンジ周辺部を「交通拠点」とし、主要幹線道路の周辺部において、自然環境に調

和したゆとりある市街地を形成し、都市計画法に基づく「地区計画制度」や「開発許可制度」

を適正に活用していくこととしている。 

 また、都市計画マスタープランにおいて、広域都市間交流軸周辺の整備等による新たな産

業用地確保の検討に努めることとしている。 

 矢板農業振興地域整備計画書において、本市は、主要な交通として、東北自動車道が市の

南北を縦貫しており、片岡地区に矢板インターチェンジと泉地区に矢板北スマートインタ

ーチェンジがあり、国道４号と主要地方道矢板那須線が東北自動車道とほぼ平行に走り、東

京圏と東北地方や那須塩原地方を結んでいることから、交通利便性が高いとしている。 

 また、効率的かつ安定的な農業経営の目標として、農地集積による土地利用型農業の体質

強化を図るとともに、農業従事者の高齢化や後継者不足等による農地の遊休化を防止する

施策を講じ、農地の有効活用を目指すと記載されている。 

 地域計画においては、担い手の農作業に支障がない範囲で農業を担う者により農地利用

を進めるが、耕作条件の悪い土地については、非農地とすることも検討すると記載されてい

る。 

 本重点促進区域については、工業系用途への土地利用の転換を図り、地域経済牽引事業の

用に供されるものであることから、これらの方針と調和したものである。 

 

【重点促進区域 10（宇都宮市）】 

本区域は、宇都宮市都市計画マスタープランの北東部地域の地域別構想として、「地域資

源を活かした産業や観光などの機能強化による地域活性化」を掲げ、「上河内スマートイン

ターチェンジによる広域交通の利便性を活かしながら、産業や観光・交流等の促進による地

域の活性化を図る」とされている。 

また、宇都宮農業振興地域整備計画では、「農業従事者における副業的農家の割合は今後

も増加していくことが予想され、農業従事者の安定的な就業の確保を図っていく必要があ

るため、農業経営の大規模化や企業参入の促進による雇用就農の確保や、直売所や加工施設

等の整備促進・起業活動支援を含めた６次産業化の促進等による農に関連した雇用の確保

を図っていく」とともに、「うつのみや産業振興ビジョン(令和５年２月)」に基づく新たな

産業用地の確保とも連携していくとされており、「今後予定される大規模開発に伴う農用地

区域内農地の除外面積は概ね 60～70 ヘクタール」と記載されている。 

 以上の各種計画の位置づけや、本区域が「新栃木変電所」に隣接しているという立地特性

を踏まえ、本区域は、地域資源である電力インフラの活用によるデジタル化・DX 推進関連

分野の地域経済牽引事業の実施を通じて、コンピュータやデータ通信のための装置の設置

及び運用に特化した施設等の立地を誘導するものであり、地域経済牽引事業計画の促進に

あたっては、基本方針及び基本計画に則り、都市計画マスタープラン及び農業振興地域整備

計画等との調和を図っていく。 

 

（２）土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 

【重点促進区域１（佐野市）】 

土地利用調整区域については、（１）の別表１において指定する国道50号から北の区域に
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設定することとする。また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を取

りやめる、立地した事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立

地ニーズや事業の見通しを踏まえて区域を設定する。土地利用調整区域に農地を含むた

め、市町村が土地利用調整区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うこ

ととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

 農用地区域外での開発を最優先に検討するが、佐野市には、売却されていない既存の工

業団地や、現に宅地化された未利用地などの遊休地等は存在しない。そのため、企業が求

める面積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困難な状況にあ

ることから、農用地区域を含む区域での土地利用を検討せざるを得ない状況である。土地

利用調整区域を設定する際には佐野市及び栃木県の農政部局等に対して十分な説明を行

うこととする。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

 佐野市の集団的農地にやむを得ず土地利用調整区域を設定する場合においては、集団的

農地の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を

避けるほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事

業の実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じることや、農業経

営基盤強化促進法第19条第１項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在す

ることとなり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に

定められた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用

地の集団化に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするな

ど、集団的農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすることとする。 

③面積規模が最小限であること 

 やむを得ず農地において施設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容

に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することと

する。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

 ほ場整備事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過していな

い区域については、土地利用調整区域に含めない。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

 本区域においては、現在、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、実施される

予定もない。 

また、現在、本区域内において農地中間管理機構の管理権は存続していない。今後、農

地中間管理機構関連事業の対象農地に設定された場合、農地中間管理権の存続期間中は土

地利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公に

されている農地に設定された場合についても土地利用調整区域に含めないこと、農地中間

管理権の存続期間が満了した農地についても、前述した①から③までの考え方に基づき、

やむを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこととする。 

 

【重点促進区域２（足利市）】 

土地利用調整区域については、（１）の別表２において指定する国道 50 号から南側かつ
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東武鉄道伊勢崎線より東側の区域に設定することとする。 

また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を断念することや立地し

た事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業の

見通しを踏まえて区域を設定する。土地利用調整区域に農地を含むため、市町村が土地利

用調整区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うこととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

農用地区域外での開発を最優先に検討するが、足利市には、売却されていない既存の工 

業団地や現に宅地化された未利用地などの遊休地等は存在しない。そのため、企業が求め

る面積の産業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困難な状況にある

ことから、農用地区域を含む区域での土地利用を検討せざるを得ない状況である。土地利

用調整区域を設定する際には、足利市及び栃木県の農政部局等に対して十分な説明を行う

こととする。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

足利市の集団的農地にやむを得ず土地利用調整区域を設定する場合においては、集団的 

農地の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を

避 

けるほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業 

の実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じることや、農業経営

基盤強化促進法第 19 条第１項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在する

こととなり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定

められた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地

の集団化に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするなど、

集団的農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすることとする。 

③面積規模が最小限であること 

やむを得ず農地において施設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容 

に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することと 

する。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

ほ場整備事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過していな

い区域については、土地利用調整区域に含めない。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

本区域においては、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、実施される予定も

ない。 

また、現在、本区域内において農地中間管理機構の管理権は存続していない。今後、農

地中間管理機構関連事業の対象農地に設定された場合、農地中間管理権の存続期間中は土

地利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公に

されている農地に設定された場合についても土地利用調整区域に含めないこと、農地中間

管理権の存続期間が満了した農地についても、前述した①から③までの考え方に基づき、

やむを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこととする。 
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【重点促進区域３（佐野市）】 

土地利用調整区域については、（１）の別表３において指定する区域に設定することとす

る。 

また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を取りやめる、立地した

事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業の見

通しを踏まえて区域を設定する。土地利用調整区域に農地を含むため、市町村が土地利用

調整区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うこととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

 農用地区域外での開発を最優先に検討するが、佐野市には、売却されていない既存の工

業団地や、現に宅地化された未利用地などの遊休地等は存在しない。そのため、企業が求

める面積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困難な状況にあ

ることから、農用地区域を含む区域での土地利用を検討せざるを得ない状況である。土地

利用調整区域を設定する際には佐野市及び栃木県の農政部局等に対して十分な説明を行

うこととする。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

佐野市の集団的農地にやむを得ず土地利用調整区域を設定する場合においては、集団的

農地の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を避

けるほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業の

実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じることや、農業経営基

盤強化促進法第 19 条第１項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在すること

となり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定められ

た効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化

に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするなど、集団的農

地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすることとする。 

③面積規模が最小限であること 

 やむを得ず農地において施設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容

に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することと

する。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

 ほ場整備事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過していな

い区域については、土地利用調整区域に含めない。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

本区域においては、現在、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、実施される

予定もない。また、現在、本区域内において農地中間管理機構の管理権は存続していない。

今後、農地中間管理機構関連事業の対象農地に設定された場合、農地中間管理権の存続期

間中は土地利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあるこ

とが公にされている農地に設定された場合についても土地利用調整区域に含めないこと、

農地中間管理権の存続期間が満了した農地についても、前述した①から③までの考え方に

基づき、やむを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこととする。 
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【重点促進区域４（栃木市）】 

土地利用調整区域については、（１）の別表４において指定する国道 50 号から南側の区

域に設定することとする。 

また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を断念することや立地し

た事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業の

見通しを踏まえて区域を設定する。土地利用調整区域に農地を含むため、市町村が土地利

用調整区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うこととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

農用地区域外での開発を最優先に検討するが、栃木市には、売却されていない既存の工 

業団地や現に宅地化された未利用地などの一定規模以上の遊休地等は存在しない。そのた

め、企業が求める面積の産業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困

難な状況にあることから、農用地区域を含む区域での土地利用を検討せざるを得ない状況

である。土地利用調整区域を設定する際には栃木市及び栃木県の農政部局等に対して十分

な説明を行うこととする。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

栃木市の集団的農地にやむを得ず土地利用調整区域を設定する場合においては、集団的 

農地の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を

避 

けるほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業 

の実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じることや、農業経営

基盤強化促進法第 19 条第１項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在する

こととなり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定

められた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地

の集団化に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするなど、

集団的農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすることとする。 

③面積規模が最小限であること 

やむを得ず農地において施設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容 

に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することと 

する。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

農業基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過して

いない区域については、土地利用調整区域に含めない。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

本区域においては、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、実施される予定も

ない。 

また、現在、本区域内において農地中間管理機構の管理権は存続していない。今後、農

地中間管理機構関連事業の対象農地に設定された場合、農地中間管理権の存続期間中は土

地利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公に

されている農地に設定された場合についても土地利用調整区域に含めないこと、農地中間

管理権の存続期間が満了した農地についても、前述した①から③までの考え方に基づき、

やむを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこととする。 
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【重点促進区域５（栃木市）】 

土地利用調整区域については、（１）の別表５において指定する国道 50 号から沿線の区

域に設定することとする。 

また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を断念することや立地し

た事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業の

見通しを踏まえて区域を設定する。土地利用調整区域に農地を含むため、市町村が土地利

用調整区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うこととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

農用地区域外での開発を最優先に検討するが、栃木市には、売却されていない既存の工 

業団地や現に宅地化された未利用地などの一定規模以上の遊休地等は存在しない。そのた

め、企業が求める面積の産業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困

難な状況にあることから、農用地区域を含む区域での土地利用を検討せざるを得ない状況

である。 

土地利用調整区域を設定する際には栃木市及び栃木県の農政部局等に対して十分な説

明 

を行うこととする。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

栃木市の集団的農地にやむを得ず土地利用調整区域を設定する場合においては、集団的 

農地の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を

避 

けるほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業 

の実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じることや、農業経営

基盤強化促進法第 19 条第１項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在する

こととなり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定

められた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地

の集団化に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするなど、

集団的農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすることとする。 

③面積規模が最小限であること 

やむを得ず農地において施設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容 

に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することと 

する。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

農業基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過して

いない区域については、土地利用調整区域に含めない。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

本区域においては、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、実施される予定も

ない。 

また、現在、本区域内において農地中間管理機構の管理権は存続していない。今後、農

地中間管理機構関連事業の対象農地に設定された場合、農地中間管理権の存続期間中は土

地利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公に

されている農地に設定された場合についても土地利用調整区域に含めないこと、農地中間
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管理権の存続期間が満了した農地についても、前述した①から③までの考え方に基づき、

やむを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこととする。 

 

【重点促進区域６（栃木市）】 

土地利用調整区域については、（１）の別表６において指定する国道 50 号から沿線の区

域に設定することとする。 

また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を断念することや立地し

た事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業の

見通しを踏まえて区域を設定する。土地利用調整区域に農地を含むため、市町村が土地利

用調整区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うこととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

農用地区域外での開発を最優先に検討するが、栃木市には、売却されていない既存の工 

業団地や現に宅地化された未利用地などの一定規模以上の遊休地等は存在しない。そのた

め、企業が求める面積の産業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困

難な状況にあることから、農用地区域を含む区域での土地利用を検討せざるを得ない状況

である。土地利用調整区域を設定する際には栃木市及び栃木県の農政部局等に対して十分

な説明を行うこととする。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

栃木市の集団的農地にやむを得ず土地利用調整区域を設定する場合においては、集団的 

農地の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を

避 

けるほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業 

の実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じることや、農業経営

基盤強化促進法第 19 条第１項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在する

こととなり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定

められた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地

の集団化に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするなど、

集団的農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすることとする。 

③面積規模が最小限であること 

やむを得ず農地において施設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容 

に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することと 

する。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

農業基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過して

いない区域については、土地利用調整区域に含めない。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

本区域においては、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、実施される予定も

ない。 

また、現在、本区域内において農地中間管理機構の管理権は存続していない。今後、農

地中間管理機構関連事業の対象農地に設定された場合、農地中間管理権の存続期間中は土

地利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公に
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されている農地に設定された場合についても土地利用調整区域に含めないこと、農地中間

管理権の存続期間が満了した農地についても、前述した①から③までの考え方に基づき、

やむを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこととする。 

 

【重点促進区域７（市貝町）】  

土地利用調整区域については、（１）の別表７において指定する主要地方道宇都宮茂木線

芳賀・市貝バイパスの北側に設定することとする。また、土地利用調整区域への立地を想定

していた事業者が立地を取りやめる、立地した事業者がその後すぐに撤退する等の事態が

生じないよう、具体的な立地ニーズや事業の見通しを踏まえて区域を設定する。土地利用調

整区域に農地を含むため、市町村が土地利用調整区域を設定する際に、下記の方針により土

地利用調整を行うこととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

農用地区域外での開発を最優先に検討するが、市貝町には、売却されていない既存の工業

団地や、現に宅地化された未利用地などの遊休地等は存在しない。そのため、企業が求める

面積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困難な状況にあるこ

とから、農用地区域を含む区域での土地利用を検討せざるを得ない状況である。土地利用調

整区域を設定する際には市貝町及び栃木県の農政部局等に対して十分な説明を行うことと

する。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

市貝町の集団的農地にやむを得ず土地利用調整区域を設定する場合においては、集団的

農地の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を避

けるほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業の

実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じることや、農業経営基

盤強化促進法第 19 条第１項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在すること

となり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定められ

た効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化

に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするなど、集団的農

地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすることとする。  

③面積規模が最小限であること 

やむを得ず農地において施設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容

に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することと

する。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

ほ場整備事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過していない

区域については、土地利用調整区域に含めない。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること  

本区域においては、現在、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、実施される予

定もない。 

また、現在、本区域内において農地中間管理機構の管理権は存続していない。今後、農地

中間管理機構関連事業の対象農地に設定された場合、農地中間管理権の存続期間中は土地

利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公にさ

れている農地に設定された場合についても土地利用調整区域に含めないこと、農地中間管
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理権の存続期間が満了した農地についても、前述した①から③までの考え方に基づき、やむ

を得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこととする。 

 

【重点促進区域９（矢板市）】 

土地利用調整区域については、（１）の別表８において指定する県道下河戸片岡線の北側

の区域に設定することとする。 

また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を取りやめる、立地した事

業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業の見通

しを踏まえて区域を設定する。土地利用調整区域に農地を含むため、市町村が土地利用調整

区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うこととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

農用地区域外での開発を最優先に検討するが、矢板市には、売却されていない既存の工業

団地や、現に宅地化された未利用地などの遊休地等は存在しない。そのため、企業が求める

面積の工業用地が確保できず、企業にとって良好な操業環境の確保が困難な状況にあるこ

とから、農用地区域を含む区域での土地利用を検討せざるを得ない状況である。土地利用調

整区域を設定する際には矢板市及び栃木県の農政部局等に対して十分な説明を行うことと

する。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

矢板市の集団的農地にやむを得ず土地利用調整区域を設定する場合においては、集団的

農地の中央部を開発することで高性能農業機械による営農に支障が生じるような事態を避

けるほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業の

実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への支障が生じることや、農業経営基

盤強化促進法第 19 条第 1項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在すること

となり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定められ

た効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化

に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするなど、集団的農

地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすることとする。 

③面積規模が最小限であること 

やむを得ず農地において施設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容

に基づき立地ニーズを確認し、事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することす

る。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

ほ場整備事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過していない

区域については、土地利用調整区域に含めない。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

本区域においては、現在、農地中間管理機構関連事業は実施されておらず、実施される予

定もない。  

また、現在本区域内において農地中間管理機構の管理権は存続していない。今後、農地

中間管理機構関連事業の対象農地に設定された場合、農地中間管理権の存続期間中は土地

利用調整区域に含めないこと、農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公にさ

れている農地に設定された場合についても土地利用調整区域に含めないこと、農地中間管

理権の存続期間が満了した農地についても、前述した①から③までの考え方に基づき、や
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むを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めないこととする。 

 

【重点促進区域 10（宇都宮市）】 

土地利用調整区域については、（１）の別表９において指定する区域に設定することとす

る。また、土地利用調整区域への立地を想定していた事業者が立地を取りやめる、立地した

事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、具体的な立地ニーズや事業の見

通しを踏まえて区域を指定する。土地利用調整区域に農地を含むため、市町村が土地利用調

整区域を設定する際に、下記の方針により土地利用調整を行うこととする。 

①農用地区域外での開発を優先すること 

土地利用調整区域においては、農用地区域外での開発を優先することとするが、やむを得

ず農用地区域内で開発を行う場合は、先ず農用地区域内に存する農地以外の土地の利活用

について検討することとし、栃木県の農政部局等と十分調整を行うこととする。 

②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

重点促進区域内には集団的農地が含まれており、農用地区域に設定されている。やむを得

ず集団的農地において土地利用調整区域を設定する場合でも、周辺農地の営農環境に支障

がなく、かつ、高性能農業機械の営農による支障を及ぼすおそれがない縁辺部の農地を設定

するほか、小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業の

実施や農地中間管理事業等の農地流動化対策の推進への支障が生じることや、農業経営基

盤強化促進法第 19 条第 1項に規定する地域計画の区域内に他の使途の土地が介在すること

となり、当該地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計画に定められ

た効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化

に関する目標などの地域計画の達成に支障が生ずることがないようにするなど、土地の農

業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないよう耕作者の同意を得ながら、宇都宮市

及び栃木県の農政部局等と十分調整を行うこととする。 

また、重点促進区域内において、今後、農業用用排水施設の更新事業が実施される場合で

も、当該受益地において開発が行われることを避けるなど農地の効率的な利用に支障が生

じないようにすることとする。やむを得ず当該事業の受益地となる可能性のある土地を土

地利用調整区域に含めることを検討する場合には、栃木県の農政部局等と十分調整を行う

こととする。 

③面積が最小限であること 

やむを得ず農地において「５（１）地域の特性及び活用戦略」の関連産業の用に供する施

設を整備する場合は、個別の施設について計画する事業内容に基づき立地ニーズを確認し、

事業を行う上で必要最小限の面積をその用に供することとする。 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

重点促進区域においては、ほ場整備事業の実施は完了しているが、今後、当該事業の対象

になった農地も、工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過しない間は、

土地利用調整区域に含めないこととする。このほか、土地改良事業等で、農業用用排水施設

の新設若しくは変更又は客土、暗きょ排水その他の土地の改良若しくは保全のために必要

な事業が現に施行されている土地を土地利用調整区域に含む場合にあっては、それらの施

行者の同意を得ることとする。 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

現在、農地中間管理機構関連事業は実施されていないが、今後実施が予定された場合は、
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農地中間管理機構関連事業を行う予定のあることが公にされている農地について、土地利

用調整区域に含めないこととする。また、農地中間管理機構関連事業として農業者の費用負

担を求めずに事業を実施した農地について、農地中間管理権の存続期間中は土地利用調整

区域に含めないこととする。さらに、農地中間管理権の存続期間が満了した農地について

も、前述した①から③までの考え方に基づき、やむを得ない場合でなければ土地利用調整区

域に含めないこととする。加えて、重点促進区域内の農地以外での開発を優先することとす

る。 

 

（３）市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 

【重点促進区域１（佐野市）】 

当該重点促進区域における市街化調整区域については都市計画法第34条第10号等に基

づく開発許可を行う予定であるため、本制度を活用した市街化調整区域における土地利用

調整は行わない。 

 

【重点促進区域２（足利市）】 

当該重点促進区域における市街化調整区域については都市計画法第 34条第 10号等に基

づく開発許可を行う予定であるため、本制度を活用した市街化調整区域における土地利用

調整は行わない。 

 

【重点促進区域３（佐野市）】 

当該重点促進区域における市街化調整区域については都市計画法第34条第14号等に基づ

く開発許可を行う予定であるため、本制度を活用した市街化調整区域における土地利用調

整は行わない。 

 

【重点促進区域４（栃木市）】 

当該重点促進区域における市街化調整区域については都市計画法第34条第10号等に基づ

く開発許可を行う予定であるため、本制度を活用した市街化調整区域における土地利用調

整は行わない。 

 

【重点促進区域５（栃木市）】 

当該重点促進区域における市街化調整区域については都市計画法第34条第10号等に基づ

く開発許可を行う予定であるため、本制度を活用した市街化調整区域における土地利用調

整は行わない。 

 

【重点促進区域６（栃木市）】 

当該重点促進区域における市街化調整区域については都市計画法第 34 条第 10 号等に基

づく開発許可を行う予定であるため、本制度を活用した市街化調整区域における土地利用

調整は行わない。 

 

【重点促進区域７（市貝町）】 

当該重点促進区域において市街化調整区域を含んでいないため、本制度を活用した市街
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化調整区域における土地利用調整は行わない。 

 

【重点促進区域９（矢板市）】 

当該重点促進区域には市街化調整区域を含んでいないため、本制度を活用した市街化調

整区域における土地利用調整は行わない。 

 

【重点促進区域 10（宇都宮市）】 

（立地条件） 

本区域は、全域が市街化調整区域であり、東北新幹線の停車駅である JR 宇都宮駅から約

13km に位置している。また、東北自動車道上河内スマートインターチェンジから約５km、

西側には県道 63号線が近接しているなど、良好なアクセス性を有し、道路・電気・水道等

のインフラも整備されている。さらに、「新栃木変電所」に隣接していることから、電力イ

ンフラの活用において優位性があり、ハザードマップ上では洪水、土砂災害、液状化のリス

クが低い立地となっている。対象施設は、コンピュータやデータ通信のための装置及び運用

に特化した施設に限定され、事業の性質上、人の往来が少ないため、周辺の市街化を促進す

る恐れはない。以上の理由から、市街化調整区域での立地の必要性が認められる。 

（対象施設） 

対象施設は、コンピュータやデータ通信のための装置の設置及び運用に特化した施設で

あり、６万ボルト以上の電圧で送電可能な変電所に隣接し、10 ヘクタール以上の面積を設

定することから、「地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針（令和２年

総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第２号）」第一ヘ

（３）②の（ⅲ）「変電所の近傍」に該当するものである。 

 

10 計画期間 

本計画の計画期間は計画同意の日から令和10年度末日までとする。 

「栃木県基本計画」に基づき法第11条第３項の規定による同意（法第12条第１項の規定に

よる変更の同意を含む。）を受けた土地利用調整計画に関する変更の同意及び法13条第４

項の規定による承認（法第14条第３項の規定による変更の承認を含む。）を受けた承認地域

経済牽引事業計画に関する変更の承認及び承認の取消しについて、当該同意基本計画の失

効後も、なお従前の例による。 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 



【別紙】促進区域図 

 
 


